
 

環 境 厚 生 委 員 会 資 料 
 

健 康 福 祉 部 

令和５年６月 29 日・30 日 

■条例案 １件 

 第８４号議案 島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

等の一部を改正する条例 

（青少年家庭課、子ども・子育て支援課、障がい福祉課）…１ 

 

■一般事件案 ３件 

 承認第１号議案 専決処分事件の報告及び承認について［関係分］ 

        《令和４年度島根県一般会計補正予算（第 12 号）》 

                          （健康福祉総務課）…３ 

 承認第２号議案 専決処分事件の報告及び承認について 

        《令和４年度島根県立島根あさひ社会復帰促進センター 

診療所特別会計補正予算（第３号）》 

                          （健康福祉総務課）…３ 

 承認第３号議案 専決処分事件の報告及び承認について 

        《令和４年度島根県国民健康保険特別会計補正予算 

（第４号）》 

                          （健康福祉総務課）…３ 

 

■予算案 １件 

 第７３号議案 令和５年度島根県一般会計補正予算（第１号）［関係分］ 

（健康福祉総務課）…７ 

 

■報告事項 １２件 

１ 新型コロナウイルス感染症の感染状況等について 

（感染症対策室）…11 

 

２ 国民健康保険料の滞納等の状況について 

（健康推進課）…17 

 

３ 介護保険料の滞納状況及び保険料・利用料の減免状況について 

               （高齢者福祉課）…19 

 

４ 令和４年度介護・障がい福祉人材の確保・定着に関する実態調査結果に 

ついて 

   （高齢者福祉課・障がい福祉課）…21 



 

５ 令和４年度児童相談の状況について 

（青少年家庭課）…29 

 

６ 令和４年度における女性相談の実施状況について 

（青少年家庭課）…37 

 

７ 令和４年合計特殊出生率等について 

（子ども・子育て支援課）…41 

 

８ 令和５年度の放課後児童クラブの状況について 

（子ども・子育て支援課）…43 

 

９ 島根県自死対策総合計画（案）について 

（障がい福祉課）…45 

 

10 障がい者就労継続支援事業所における令和４年度の工賃実績について 

（障がい福祉課）…47 

 

11 障がい者就労施設等からの物品等の調達について（令和４年度調達実績と 

  令和５年度調達方針） 

（障がい福祉課）…49 

 

12 島根県動物愛護管理推進計画の一部改定について 

（薬事衛生課）…51 

 

 

【別冊資料】 

 ○資料１ 介護・障がい福祉人材の確保・定着に関する実態調査 

調査結果【介護分野】 

○資料２ 介護・障がい福祉人材の確保・定着に関する実態調査 

調査結果【障がい分野】 

 ○資料３ 島根県自死対策総合計画（案） 

 



 
 

 

 

 

 

島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改

正する条例について（第 84 号議案） 

 

１ 提案理由 

こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の施

行により、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（省令）等が改正されたこと

（令和５年４月１日施行）等を受けて、所要の改正を行う必要がある。 

 

２ 条例改正の概要 

  厚生労働省が所管していた事務のうち、一部の事務が内閣府こども家庭庁に移管

されたことに伴う規定の整理（３の①から⑥までの条例） 

ア 児童福祉法に基づく事務、障害児支援に関する事務 

→内閣府こども家庭庁に移管 

イ 障害児・障害者をともに対象としている障害者総合支援法に基づく事務 

→内閣府こども家庭庁及び厚生労働省の共管 

  その他規定の整理 

令和５年３月17日付け官報第939号正誤に伴う改正（３の④及び⑦の条例関係） 

 

３ 改正対象条例 

① 島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

② 島根県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

③ 島根県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

④ 島根県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例 

⑤ 島根県児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例 

⑥ 島根県認定こども園の認定要件に関する条例 

⑦ 島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正す

る条例（令和５年島根県条例第11号） 

令和５年６月２９日・３０日 

環 境 厚 生 委 員 会 資 料 

健 康 福 祉 部 青 少 年 家 庭 課 

健康福祉部子ども・子育て支援課 

健 康 福 祉 部 障 が い 福 祉 課 
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【所管事務別対応表】 

条

例 
事務の内容 

事務の所管 

こども家庭庁に

移管 

こども家庭庁・

厚生労働省の共

管 

① 

児童福祉施設（乳児院、母子生活支援施設、児童養護施

設、児童心理治療施設、児童自立支援施設）の長の資格要

件 

○  

福祉型障害児入所施設に置く児童発達支援管理責任者の要

件 
○  

② 
指定障害福祉サービス（居宅介護、同行援護、行動援護）

の人員基準 

 ○ 

③ 指定障害福祉サービス等に要する費用の額の決定  ○ 

④ 児童発達支援事業所における利用者負担額の取扱い ○  

⑤ 福祉型障害児入所施設における利用者負担額の取扱い ○  

⑥ 認定こども園における教育・保育の基準 ○  

 

４ 施行期日 

公布の日 
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【６月補正（健康福祉部所管分）】 

補 正 項 目 

 

１ エネルギー価格・物価高騰対策 

（単位：千円） 

№ 事業名 予算額 説明 所管課 

 

１ 
 

医療・介護・保育

施設、公衆浴場等

に対する物価高

騰緊急支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,644,420 

 

エネルギー価格・物価高騰の影響を

受ける中、県内の医療機関、介護施設、

障がい福祉サービス施設、保育施設、

公衆浴場等に対して応援金を支給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地域福祉課 
医療政策課 

高齢者福祉課 

青少年家庭課 

子ども・子育

て支援課 

障がい福祉課 

薬事衛生課 

 

 

２ 
 

高齢者・障がい

者施設等エネル

ギーコスト削減

対策緊急支援事

業 

 

96,500 

 

 エネルギー価格高騰の影響を受け

ている社会福祉法人等が取り組むエ

ネルギーコスト削減効果が高い設備

投資等を支援 

 ［助成率］1/2 

 ［助成額］20～200 万円 

 

 
地域福祉課 

高齢者福祉課 

青少年家庭課 

障がい福祉課 

 

9



 

３ 
 

障がい者就労継

続支援事業所工

賃等向上対策緊

急支援事業 

 

66,000 

 

 エネルギー価格・物価高騰の影響を

受ける中、就労継続支援事業所が行う

工賃・賃金の向上を図るための設備投

資等を支援 

 ［助成要件］ 

   就労継続支援事業所のうち、業

務効率化や生産・販売促進のた

め、設備を導入するなど工賃・賃

金向上に取り組む事業所 

 ［助成率］2/3 

 ［助成額］50～200 万円 

 

 
障がい福祉課 

 

４ 
 

子ども食堂緊急

支援事業 

 

27,107 

 

 エネルギー価格・物価高騰の影響に

より、困難を抱える子どもたちが安心

して過ごせるよう、居場所を提供する

「子ども食堂」の運営経費を支援 

 ［支援内容］ 

   県内で子ども食堂を実施して

いる団体等に対して、食材費や衛

生用品等の購入経費を助成 

 ［助成上限額］ 

   30 万円／団体 

 ［負担割合］ 

   県 10/10 

 

 
地域福祉課 

 

５ 
 

指定管理者制度 

導入施設の指定 

管理料 

 

 

13,625 

 

エネルギー価格・物価高騰による光

熱費の上昇を踏まえ、令和５年度の指

定管理料を増額 

［対象施設］ 

東部総合福祉センター、西部総合

福祉センター 

 

 
健康福祉総 

務課 

２ 新型コロナウイルス感染症対策 

（単位：千円） 

№ 事業名 予算額 説明 所管課 

 

６ 
 

介護サービス継

続支援事業 

 

431,286 

 

 

 新型コロナウイルスの感染が発生 

した事業所等への応援職員の派遣や 

追加経費等を支援する予算を増額 

 

 
高齢者福祉課 

10



松江 雲南 出雲 県央 浜田 益田 隠岐 合計

11 3 9 3 5 5 2 38

1.18 1.67 1.67 0.33 1.60 1.60 5.00 1.58 60

1.36 2.33 1.22 0.33 3.20 0.20 2.50 1.47 56

2.55 1.67 0.67 1.33 1.60 0.40 1.50 1.47 56

2.91 1.67 2.22 1.00 4.60 0.80 0.00 2.29 87

3.36 3.00 3.22 1.33 2.80 1.60 2.00 2.76 105

4.36 3.00 3.22 1.33 1.20 2.80 1.00 2.95 112

※感染症患者の発生状況

　別紙１～５のとおり

高齢者福祉施設 　８件（松江３、出雲、県央３、益田）

学校 　７件（松江２、雲南、出雲、益田２、隠岐）

医療機関 　２件（松江）

児童福祉施設 　１件（益田）

計 １８件

入院者数（人）

うち重症者数（人）

うち中等症者数（人）

うち確保病床以外に入院している人数（人）

現在の即応病床数（床）

確保病床以外の病床を含めた即応病床使用率（％）

確保病床数（床）

確保病床数に対する病床使用率（％）

診療制限等なし

松江 １件

安来 ３件

５．消防本部における救急搬送困難事案の状況（５月８日～６月１８日）

４．病院における診療制限等の状況（５月８日～６月２２日）

３．病床の確保・使用状況（６月２５日時点）

２．クラスターの発生状況（５月８日～６月２５日）

令和5年6月29日・30日

患者
実数

新型コロナウイルス感染症の感染状況等について

定点医療機関数（か所）

圏域

健康福祉部感染症対策室

環 境 厚 生 委 員 会 資 料

１．新型コロナウイルス感染症の発生状況等（５月８日～６月１８日）

定点あたり
患者数（人）

438

5.3%

5/29～6/4

20.0%

6/5～6/11

6/12～6/18

5/8～5/14

5/15～5/21

5/22～5/28

32

2

8

9

151

11



※
島

根
県

感
染

症
対

策
室

資
料

県
内

の
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
患

者
数

の
推

移
（

令
和
4
年

1
0
月

1
0
日

以
降

）

17
77 16
55

18
66

19
70

17
35

41
7.

3

68
9.

810
34

.213
65

.9
13

46
.5

11
.6

25
.231

.240
.5

39
.3

9.
9

2.
9

1.
6

0.
6

1.
6

1.
6

1.
5

1.
5

2.
3

2.
8

2.
9 0102030405060

0

20
0

40
0

60
0

80
0

10
00

12
00

14
00

16
00

18
00

20
00

８
波
：
日
次
陽
性
者
数

陽
性
者
数

直
近

7日
間
患
者
数

(対
人
口

10
万
人

)
直
近

7日
間
定
点
あ
た
り

5月
7日

12
月

13
日

12
月

22
日

1月
10
日

1月
6日

11
月

6日

11
月

6日

4月
2日

(5
1)

(4
7)

12
月

5日

3月
11
日

(1
10

)

12
月

13
日

12
月

6日

4月
27
日 (3

2)

2月
2日

(3
50

)
6月

19
日

別
紙
１
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県
内
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
定
点
数
推
移
（
地
域
別
）

※
島

根
県

感
染

症
対

策
室

資
料

1.
6

1.
6

1.
5

1.
5

2.
3

2.
8

2.
9

3.
1

2.
5

2.
9

3.
4

4.
4

3.
2

1.
5

1.
3

1.
4

1.
1

2.
3

1.
8

2.
0

0.
0

1.
0

2.
0

3.
0

4.
0

5.
0

6.
0

7.
0

8.
0

9.
0

10
.0

20
23

.5
.1

~7
（

20
23

_1
8週

）
20

23
.5

.8
~1

4（
20

23
_1

9週
）

20
23

.5
.1

5~
21
（

20
23

_2
0週

）
20

23
.5

.2
2~

28
（

20
23

_2
1週

）
20

23
.5

.2
9~

6.
4（

20
23

_2
2週

）
20

23
.6

.5
~6

.1
1（

20
23

_2
3週

）
20

23
.6

.1
2~

6.
18
（

20
23

_2
4週

）

全
体

東
部

中
部

西
部

隠
岐

別
紙
２
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週初め 報告週 -9 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 計

5/8〜 19週 10 5 7 5 6 10 6 3 8 60 1.58

5/15〜 20週 8 5 9 6 4 6 5 4 9 56 1.47

5/22〜 21週 5 8 6 5 7 7 6 3 9 56 1.47

5/29〜 22週 11 9 6 12 7 10 11 12 9 87 2.29

6/5〜 23週 17 12 12 11 13 16 10 9 5 105 2.76

6/12〜 24週 20 22 13 8 11 8 10 6 14 112 2.95

※島根県感染症対策室資料

年代別
定点あ
たり

県内の新型コロナウイルス感染症集計（年代別）

10

8

5

11

17

20

5

5

8

9

12

22

7

9

6

6

12

13

5

6

5

12

11

8

6

4

7

7

13

11

10

6

7

10

16

8

6

5

6

11

10

10

3

4

3

12

9

6

8

9

9

9

5

14

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

19週

20週

21週

22週

23週

24週

-9 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80-

別紙３
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（
人

）

※
島

根
県

感
染

症
対

策
室

資
料

県
内

の
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
入

院
者

数
の

推
移

（
６

－
８

波
）

05010
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

40
0 4月

1日
5月

1日
6月

1日
7月

1日
8月

1日
9月

1日
10
月

1日
11
月

1日
12
月

1日
1月

1日
2月

1日
3月

1日
4月

1日
5月

1日
6月

1日

重
症

中
等
症

Ⅱ
中
等
症
Ⅰ

軽
症
・
無
症

1/
7

入
院
の
最
大
：

39
3人

う
ち
中
等
症

Ⅱ
以
上
：

58
人

8/
24

入
院
の
最
大
：

26
9人

う
ち
中
等
症

Ⅱ
以
上
：

41
人

1/
8,

13
中
等
症

Ⅱ
以
上
の

最
大
：

65
人

第
６
波

第
７
波

第
８
波

6/
25

入
院
：

32
人

う
ち
中
等
症
Ⅱ
以
上
：

6人

別
紙
４
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※
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料
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県
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ク
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タ
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（
種
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・
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（
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降
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総
計
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飲
食
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食

事
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学
校
（
児
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ラ
ブ
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含
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齢
者
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医
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の
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（
件

）
別
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滞納割合 短期証交付 資格証交付

松 江 市 31,870 22,193 2,722 12.3% 661 120

浜 田 市 8,861 6,415 133 2.1% 75 55

出 雲 市 28,753 18,947 1,585 8.4% 322 101

益 田 市 8,585 5,926 184 3.1% 147 37

大 田 市 6,562 4,537 408 9.0% 72 6

安 来 市 6,596 4,390 296 6.7% 60 36

江 津 市 4,289 3,137 222 7.1% 23 5

雲 南 市 6,563 4,495 187 4.2% 10 20

奥 出 雲 町 2,322 1,571 67 4.3% 1 2

飯 南 町 912 627 43 6.9% 13 2

川 本 町 606 436 26 6.0% 5 0

美 郷 町 847 608 55 9.0% 11 0

邑 南 町 2,202 1,518 83 5.5% 23 0

津 和 野 町 1,509 1,062 41 3.9% 12 0

吉 賀 町 1,183 817 50 6.1% 26 0

海 士 町 527 388 1 0.3% 0 0

西 ノ 島 町 703 499 15 3.0% 2 0

知 夫 村 192 138 0 0.0% 0 0

隠 岐 の 島 町 3,005 2,166 81 3.7% 12 6

県　計 116,087 79,870 6,199 7.8% 1,475 390

令和５年６月２９日・３０日

環境厚生委員会資料

健康福祉部健康推進課

国民健康保険料の滞納等の状況について

（市町村ごとの国保加入世帯、滞納世帯、短期証及び資格証交付の状況）

（R5.2.1現在）

うち保険料
滞納世帯

市町村名 被保険者数 加入世帯数

17
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適
用

者
数

（
人

）
減

免
額

（
円

）

松
江

市
5
9
,4

5
3

7
6
2

1
.2

8
%

1
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4
2
1
6
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0
0

7
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0
.9

2
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%
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%
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%
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総
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事
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組
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7
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%

0
0
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0
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田

地
区
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行
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2

0
.9
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1
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保
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納
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３
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令和４年度介護・障がい福祉人材の確保・定着に関する実態調査結果について 

■調査の目的 

県内の介護・障がい福祉現場における人材の確保の実態や就労動向等を把握し、その結果をもとに、介

護・障がい福祉人材の確保・定着の現状・課題を整理し、今後求められる施策等について考察を行う。 

Ⅰ 介護分野の施設・事業所  

１．調査の概要 

（１）調査期間   令和４年９月～10月 

（２）調査対象施設・事業所数 1,170 事業所 

（３）回答施設・事業所数 948 事業所（回収率：81.0％） 

２．調査結果の概要 

（１）介護職員の年齢構成 

   介護職員の年齢構成は、正規職員では 40 代が 32.2％、30 代が 24.2％と多くなっており、一方、

非正規職員では 65歳以上が 33.5％と最も多く、60歳以上が過半数を占めている。 

【年齢階層別構成割合（介護職員）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和５年６月 29 日・30 日 
環 境 厚 生 委 員 会 資 料 
健康福祉部高齢者福祉課・障がい福祉課  

12.8%

4.6%

24.2%

11.2%

32.2%

16.0%

21.4%

16.1%

6.7%

18.6%

2.7%

33.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20代以下 30代 40代 50代 60～64歳 65歳以上

正規職員 

(6,130 人) 

 

 

非正規職員 

(4,385 人) 

(n=845) 
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（２）過去１年間の介護職員の採用状況 

過去１年間の介護職員にかかる事業所側の希望人数に対して実際に採用できた人数の割合は

65.3％となり、令和元年度調査の 71.2％に比べて低下している。 

【過去１年間の事業所側希望人数と実際の採用人数（介護職員）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）介護人材確保の現状 

人材確保全般についての事業所の実感を令和元年度調査と比較すると、「確保しにくい」と「やや

確保しにくい」を合わせた割合は 91.2％から 91.0％と大きな変化は見られず、人材確保が困難な現

状が依然としてつづいていることがうかがえる。 

【人材確保の現状についての実感（人材確保全般）】 

 
 
 
 
 
 
  

1,817

1,783

1,187

1,269

1,148

1,237
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R4調査

（948事業所回答）

R1調査

（943事業所回答）

事業所側希望人数 採用できた人数 【参考】過去1年間の自己都合による離職者数

（人） 

65.3％ 

71.2％ 

1 

1 

4 

1 

43 

54 

165 

190 

676 

662 

35 
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容易に確保できる やや容易に確保できる 確保できる やや確保しにくい 確保しにくい わからない

(17.9%) (73.2%)

(20.3%) (70.9%)

R4 調査 

(n=924) 

R1 調査 

(n=934) 
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（４）介護人材確保にかかる課題 
「求人への応募が少なく事務所で欲しい人材を選べないこと」が 35.5％で最も多い。 

【介護人材確保にあたり直面する課題】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

（５）介護人材確保のために取り組まなければならないこと 

今後、人材を安定的に確保し、安定的な事業所の運営を行っていくために取り組まなければならな

いと考えているものは、「賃金の改善」が 51.9％と最も高く、「事業所の PR」が 41.6％、「労働環境

の改善」が 35.8％と続いている。 

【取り組まなければならないと考えていること】※上位 3つまでを複数回答 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

27.1%

12.8%

35.5%

1.9%

6.7%

8.3%

4.8% 2.9%

必要とする職員（有資格・無資格問わず）の絶対数が確保できないこと

必要とする有資格の職員の絶対数が確保できないこと

求人への応募が少なく事務所で欲しい人材を選べないこと

採用後の離職率が高いこと

求職者（職員）が求める賃金水準を支払う経営的な余力がないこと

中堅職員が育っていないこと

事業所と求職者（職員）の勤務条件（勤務日数・時間）のミスマッチ

その他

51.9%

41.6%
35.8%

22.7%
21.9%

19.7%
17.4%

14.1%

12.3%
3.6%

3.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

賃金の改善

事業所のPR
労働環境の改善

介護ロボット・ICTの整備

法人間連携による、事務負担の軽減や経営の効率化

職場内の相談体制の整備

職場内研修等の充実

経営の多角化

キャリアパス制度の導入・見直し等

地域との交流

その他 （927 事業所回答） 
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（６）全職員の離職状況 

過去１年間に自己都合を理由に離職した職員の総数は 1,539 人で、令和元年度調査と比較すると

122 人（7.3％）減少している。勤務年数別では、勤務年数１年未満の者は横ばい、１年以上の者は

低下しており、特に勤務年数３～５年未満の者は 23.6％低下している。 

【過去１年間の自己都合による離職者の当該事業所での勤務年数】 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（７）全職員（正規・非正規別）の離職理由 

職員の離職理由は、正規・非正規どちらも「職場の人間関係」、「健康上の理由」が 25％を超え、

上位３位以内に入っている。 

【離職理由（上位 10 位）】※19項目（非正規は 20項目）の選択肢のうち上位 3つまでを複数回答 

正規職員（483 事業所）     非正規職員（489 事業所） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

33.7%

32.5%

25.1%

17.8%

17.0%

15.7%

11.8%

10.8%

10.8%

9.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

職場の人間関係

健康上の理由

本人の適性

賃金上の理由

仕事の身体的負担

他事業所の勧誘

家族等の介護

結婚・出産・育児

仕事へのやりがい

ケアの考え方の相違

43.6%

27.0%

25.6%

20.4%

17.0%

11.9%

7.2%

5.9%

5.3%

4.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

健康上の理由

仕事の身体的負担

職場の人間関係

本人の適性

家族等の介護

賃金上の理由

結婚・出産・育児

他事業所の勧誘

仕事へのやりがい

ケアの考え方の相違
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Ⅱ 障がい分野の施設・事業所  

１．調査の概要 

（１）調査期間   令和４年９月～10月 

（２）調査対象施設・事業所数 713 事業所 

（３）回答施設・事業所数 587 事業所（回収率：82.3％） 

２．調査結果の概要 

（１）職員の年齢構成 

職員の年齢構成は、正規職員では 40 代が 33.6％と最も多く、50 代以下が約９割を占めている。

一方で、非正規職員では 65 歳以上が 35.9％と最も多く、60代以上が５割以上を占めている。 

【年齢階層別構成割合（全職種）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２）過去１年間の介護職員の採用状況 

過去１年間の介護職員にかかる事業所側の希望人数に対して実際に採用できた人数の割合は

80.7％となり、令和元年度調査の 68.6％に比べて増加している。 

【過去１年間の事業所側希望人数と実際の採用人数（介護職員）】 
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538

420
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436
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R4調査

（587事業所回答）

R1調査

（499事業所回答）

事業所側希望人数 採用できた人数 【参考】過去1年間の自己都合による離職者数

（人） 

正規職員 

(3,675 人) 

非正規職員 

(2,886 人) 

12.7%

4.6%

23.3%

8.1%

33.6%

14.7%

20.0%

17.6%

7.0%

19.1%

3.3%

35.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20代以下 30代 40代 50代 60～64歳 65歳以上

(n=561) 

80.7％ 

68.6％ 
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（３）障がい福祉人材確保の現状 
人材確保全般についての事業所の実感を令和元年度調査と比較すると、「確保しにくい」と「やや

確保しにくい」を合わせた割合は 86.3％から 87.1％と大きな変化は見られず、人材確保が困難な現

状が依然としてつづいていることがうかがえる。 

【人材確保の現状についての実感 （人材確保全般）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）障がい福祉人材確保にかかる課題 

「求人への応募が少なく事務所で欲しい人材を選べないこと」が 36.2％で最も多い。 

【介護人材確保にあたり直面する課題】 
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13.0%

36.2%

1.1%

10.9%

7.7%

5.3%
3.8%

必要とする職員（有資格・無資格問わず）の絶対数が確保できないこと

必要とする有資格の職員の絶対数が確保できないこと

求人への応募が少なく事務所で欲しい人材を選べないこと

採用後の離職率が高いこと

求職者（職員）が求める賃金水準を支払う経営的な余力がないこと

中堅職員が育っていないこと

事業所と求職者（職員）の勤務条件（勤務日数・時間）のミスマッチ

その他
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(23.9%) (63.2%)

(29.7%) (56.5%)

R4 調査 

(n=924) 

R1 調査 

(n=934) 
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（５）福祉人材確保のために取り組まなければならないこと 

今後、人材を安定的に確保し、安定的な事業所の運営を行っていくために取り組まなければならな

いと考えているものは、「賃金の改善」が 53.5％と最も高く、「事業所の PR」が 38.0％、「労働環境

の改善」が 30.7％と続いている。 

【取り組まなければならないと考えていること】※上位 3つまでを複数回答 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（６）全職員の離職状況 

過去１年間に自己都合を理由に離職した職員の総数は 523 人で、令和元年度調査と比較すると 21

人（4.2％）増加している。勤務年数別では、勤務年数１～５年未満の者は低下しているが、１年未

満の者と５年以上の者は増加しており、特に１年未満の者は 42.1％増加している。 

【過去１年間の自己都合による離職者の当該事業所での勤務年数】 

 
 
 

 

 

  

53.5%
38.0%

30.7%
23.4%

18.5%
18.1%
17.9%

11.7%
8.7%

3.9%
4.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

賃金の改善

事業所のPR
労働環境の改善

法人間連携による、事務負担の軽減や経営の効率化

職場内の相談体制の整備

職場内研修等の充実

経営の多角化

キャリアパス制度の導入・見直し等

介護ロボット・ICTの整備

地域との交流

その他 （927 事業所回答） 
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（７）全職員（正規・非正規別）の離職理由 

職員の離職理由は、正規・非正規どちらも「健康上の理由」が 30％を超え、１位となっている。 

【離職理由（上位 10 位）】※19項目（非正規は 20項目）の選択肢のうち上位 3つまでを複数回答 

正規職員（168 事業所）     非正規職員（206 事業所） 
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34.0%

20.4%

18.9%
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仕事へのやりがい

ケアの考え方の相違
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　令和4年度に各児童相談所及び各市町村で対応した児童相談の状況及び
児童虐待相談の状況は下記のとおりでしたのでお知らせします。
                                      

令和５年６月

青少年家庭課

1,099 44.1% 530 62.7% 1,269 47.4% 557 54.0% 1,138 48.0% 697 68.5%

0 0.0% 5 0.8% 1 0.0% 7 0.7% 0 0.0% 3 0.3%

969 38.9% 28 5.8% 1,071 40.0% 42 4.1% 955 40.3% 19 1.9%

53 2.1% 5 0.6% 48 1.8% 5 0.5% 48 2.0% 5 0.5%

329 13.2% 169 16.5% 246 9.2% 247 23.9% 204 8.6% 165 16.2%

40 1.6% 256 13.7% 45 1.7% 174 16.9% 25 1.1% 128 12.6%

2,490 100.0% 993 100.0% 2,680 100.0% 1,032 100.0% 2,370 100.0% 1,017 100.0%
※小数第二位四捨五入

○令和4年度の対応件数は、児童相談所で2370件（＊前年度比：310件減/約11.6％減）。
  市町村は1017件（＊前年度比：15件減/約1.5％減）

○相談種別は、児童相談所は養護相談が最も多く、次いで障がい相談、市町村では養護相談
　が最も多く、次いで育成相談となっている。
　　　　

令 和 5 年 6 月 29 日 ・ 30 日
環 境 厚 生 委 員 会 資 料
健康福祉部青少年家庭課

◇市町村 ○児童相談所 ◇市町村

育成相談

その他

１　児童相談の対応状況

令和２年度 令和３年度

○児童相談所

合計

養護相談
（虐待相談を含む）

保健相談

障がい相談

非行相談

      　　　 令和４年度　児童相談の状況について

相談種別
令和４年度

○児童相談所 ◇市町村

2,737 

2,808 

3,223 

3,123 

2,906 

2,840 

2,725 
2,693

3,008

2,531

2,685

2,244

2,512 2,4972,490

2,680

2,370
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(折線グラフ） 児童相談所における児童相談対応状況の推移

相談総件数

養護相談

障がい相談

育成相談

主な相談種別
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《参考》相談の種類及び主な内容

　４．非行相談                             

　６．その他の相談                  上記のいずれにも該当しない相談     

　５．育成相談     

　３．障がい相談    

性格行動、不登校、適正(進学適性・職業適性・学業不振等)、育児・しつけに関する相談

肢体不自由、視聴覚障がい、言語発達障がい、重症心身障がい、知的障がい、発達障がいに関
する相談

ぐ犯行為等相談
虚言癖、浪費癖、家出、浮浪、乱暴、性的逸脱等のぐ犯行為、問題行動のある児童、 警察署から
ぐ犯少年として通告のあった児童等に関する相談

触法行為等相談 
触法行為があったとして警察署から通告のあった児童、犯罪少年に関して家庭裁判所から送致
のあった児童に関する相談

　１．養護相談 
父又は母等保護者の家出、失踪、死亡、離婚、入院、稼働及び服役等による養育困難児、迷子、
児童虐待等の環境的問題を有する児童、養子縁組に関する相談

　２．保健相談 
低出生体重児、虚弱児、ツベルクリン反応陽転児、内部機能障がい、小児喘息、その他の疾患
（精神疾患を含む）を有する児童に関する相談
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(折線グラフ） 市町村における児童相談対応状況の推移

相談総件数

養護相談

障がい相談

育成相談

主な相談種別
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○令和4年度の児童虐待相談の対応（認定）件数は、児童相談所が332件（前年度比約
　12.2%の減）、市町村が195件（前年度比約2.1%の増）となった。
○児童相談所と市町村で連携して関わった重複ケース78件を除くと、県内で新たに
　児童虐待相談として対応（認定）した件数は449件で前年度比約1.5％の減となった。

・令和　２年度：５３３件《３６４件（児童相談所分）+２９２件（市町村分）-　１２３件（重複分）＝５３３件》
・令和　３年度：４５６件《３７８件（児童相談所分）+１９１件（市町村分）-　１１３件（重複分）＝４５６件》
・令和　４年度：４４９件《３３２件（児童相談所分）+１９５件（市町村分）-　　７８件（重複分）＝４４９件》

○児童虐待相談対応（認定）件数の推移
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（１）- 1 受付経路(児童相談所)

区分 家族 親戚
近隣・知

人
児童
本人

市町村
児童
委員

保育所 学校等 県 保健所
医療
機関

警察等 その他 計

34 4 8 0 58 0 5 62 82 0 8 96 7 364
9.3% 1.1% 2.2% 0.0% 15.9% 0.0% 1.4% 17.0% 22.5% 0.0% 2.2% 26.4% 1.9% 100.0%

41 2 15 4 56 0 3 54 70 0 10 107 16 378
10.8% 0.5% 4.0% 1.1% 14.8% 0.0% 0.8% 14.3% 18.5% 0.0% 2.6% 28.3% 4.2% 100.0%

26 4 10 2 40 0 4 33 69 0 5 123 16 332
7.8% 1.2% 3.0% 0.6% 12.0% 0.0% 1.2% 9.9% 20.8% 0.0% 1.5% 37.0% 4.8% 100.0%

〇児童相談所への通告件数については、令和2年度が768件、令和3年度が724件、
　令和4年度が786件となっており、前年度に比べ62件（約8.6％）増加している。

（１）- 2 受付経路(市町村)

区分 家族 親戚
近隣・知

人
児童
本人

市町村
児童
委員

保育所 学校等 県 保健所
医療
機関

警察等 その他 計

16 6 0 0 53 1 38 56 49 0 7 38 28 292
5.5% 2.1% 0.0% 0.0% 18.2% 0.3% 13.0% 19.2% 16.8% 0.0% 2.4% 13.0% 9.6% 100.0%

13 0 5 0 51 0 4 42 47 0 0 15 14 191
6.8% 0.0% 2.6% 0.0% 26.7% 0.0% 2.1% 22.0% 24.6% 0.0% 0.0% 7.9% 7.3% 100.0%

9 0 1 0 38 0 29 34 49 0 2 20 13 195
4.6% 0.0% 0.5% 0.0% 19.5% 0.0% 14.9% 17.4% 25.1% 0.0% 1.0% 10.3% 6.7% 100.0%

○市町村に寄せられた児童虐待相談は、県（児童相談所等）からが最も多く、次い
　で、市町村（他市町村、他部署等）、学校等からとなっている。

R2年度

R3年度

R2年度

R3年度

R4年度

R4年度

○児童相談所に寄せられた児童虐待相談は、警察等からが123件（前年度比16件
　の増）で最も多く、全体に占める割合は37.0％となっている。次いで県、
  市町村、学校等からとなっている。

○令和４年度 市町村における児童虐待相談受付経路

○令和４年度 児童相談所における児童虐待相談受付経路

家族

7.8%
親戚

1.2%

近隣・知人

3.0%

児童本人

0.6% 市町村

12.0%

児童委員

0.0%

保育所

1.2%
学校等

9.9%

県

20.8%

保健所

0.0%

医療機関

1.5%

警察等

37.0%

その他

4.8%

家族

4.6% 親戚

0.0%
近隣・知人

0.5%

児童本人

0.0%
市町村

19.5%
児童委員

0.0%

保育所

14.9%
学校等

17.4%

県

25.1%

保健所

0.0%

医療機関

1.0%

警察等

10.3%
その他

6.7%
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（２）-1主な虐待者（児童相談所）

区分

R2年度 138 37.9% 27 7.4% 184 50.5% 2 0.5% 13 3.6% 364 100.0%

R3年度 165 43.7% 26 6.9% 166 43.9% 4 1.1% 17 4.5% 378 100.0%

R4年度 136 41.0% 20 6.0% 162 48.8% 1 0.3% 13 3.9% 332 100.0%

（２）- 2 主な虐待者（市町村）

区分

R2年度 128 43.8% 13 4.5% 137 46.9% 1 0.3% 13 4.5% 292 100.0%

R3年度 69 36.1% 11 5.8% 100 52.4% 1 0.5% 10 5.2% 191 100.0%

R4年度 83 42.6% 7 3.6% 93 47.7% 0 0.0% 12 6.2% 195 100.0%

実母

実父 実父以外の父親 実母

○主な虐待者は、実母が93件（47.7％）と最も多く、次いで実父が83件
　（42.6％）、その他12件（6.2％）となっている。

実母以外の母 その他 計

実母以外の母 その他 計

○主な虐待者は、実母が162件（48.8％）と最も多く、次いで実父が136件
　（41.0％）、実父以外の父親が20件（6.0％）となっている。

実父 実父以外の父親

○主な虐待者

○主な虐待者

実父

41.0%

実父以外の父親

6.0%

実母

48.8%

実母以外の母親

0.3%
その他

3.9%

実父

42.6%

実父以外の父親

3.6%

実母

47.7%

実母以外の母親

0.0%

その他

6.2%
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（３）-1虐待種別（児童相談所）

R2年度 80 22.0% 7 1.9% 191 52.5% 86 23.6% 364 100.0%

R3年度 91 24.1% 1 0.3% 205 54.2% 81 21.4% 378 100.0%

R4年度 79 23.8% 5 1.5% 186 56.0% 62 18.7% 332 100.0%

（３）- 2 虐待種別（市町村）

R2年度 85 29.1% 4 1.4% 154 52.7% 49 16.8% 292 100.0%

R3年度 51 26.7% 1 0.5% 94 49.2% 45 23.6% 191 100.0%

R4年度 57 29.2% 0 0.0% 97 49.7% 41 21.0% 195 100.0%

○虐待の種別を見ると、心理的虐待が186件（うち面前DV等が66件）（56.0％）
 で最も多く、次いで、身体的虐待が79件（23.8％）、保護の怠慢・拒否（ネグ
 レクト）が62件（18.7％）となっている。

区分
保護の怠慢・拒否

（ネグレクト） 計身体的虐待 　　性的虐待 心理的虐待

○虐待の種別を見ると、心理的虐待が97件（うち面前DV等が40件）（49.7％）
　で最も多く、次いで、身体的虐待が57件（29.2％）、保護の怠慢・拒否（ネ
　グレクト）が41件（21.0％）となっている。

身体的虐待 　　性的虐待 心理的虐待
保護の怠慢・拒否

（ネグレクト） 計

○虐待種別

○虐待種別

身体的虐待

23.8%

性的虐待

1.5%

心理的虐待

56.0%

保護の怠慢・拒否

（ネグレクト）

18.7%

身体的虐待

29.2%

性的虐待

0.0%

心理的虐待

49.7%

保護の怠慢・拒否

（ネグレクト）

21.0%
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（４）-1被虐待者の年齢（児童相談所）

区分

R2年度 56 15.4% 98 26.9% 139 38.2% 55 15.1% 16 4.4% 364 100.0%

R3年度 52 13.8% 89 23.5% 145 38.4% 65 17.2% 27 7.1% 378 100.0%

R4年度 46 13.9% 93 28.0% 116 34.9% 58 17.5% 19 5.7% 332 100.0%

（４）- 2 被虐待者の年齢（市町村）

区分

R2年度 58 19.9% 102 34.9% 101 34.6% 28 9.6% 3 1.0% 292 100.0%

R3年度 36 18.8% 49 25.7% 67 35.1% 29 15.2% 10 5.2% 191 100.0%

R4年度 36 18.5% 60 30.8% 69 35.4% 21 10.8% 9 4.6% 195 100.0%

○虐待を受けている子どもの年齢をみると、小学生が116件（34.9％）、3歳～
　学齢前が93件（28.0％）、中学生が58件（17.5％）、0歳～3歳未満が46件
　（13.9％）等となっている。

○虐待を受けている子どもの年齢をみると、小学生が69件（35.4％）、3歳～学齢前
　が60件（30.8％）、0歳～3歳未満が36件（18.5％）、中学生が21件（10.8％）等と
　なっている。

中学生
（１３～１５歳）

高校生・その他
（１６～１８歳）

計
０歳～３歳未満

（０～２歳）
３歳～学齢前

（３～６歳）
小学生

（７～１２歳）

計
０歳～３歳未満

（０～２歳）
３歳～学齢前

（３～６歳）
小学生

（７～１２歳）
中学生

（１３～１５歳）
高校生・その他

（１６～１８歳）

○被虐待者の年齢

○被虐待者の年齢

0歳～3歳未満

13.9%

3歳～学齢前

28.0%
小学生

34.9%

中学生

17.5%

高校生・その他

5.7%

0歳～3歳未満

18.5%

3歳～学齢前

30.8%
小学生

35.4%

中学生

10.8%
高校生・その他

4.6%
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１　女性相談の状況

　（１）女性相談件数（延べ件数）の推移

　（２）年齢別相談件数（延べ件数）

令 和 5 年 6 月 29 日 ・ 30 日
環 境 厚 生 委 員 会 資 料
健康福祉部青少年家庭課

令和４年度における女性相談の実施状況について

　島根県における令和４年度の女性相談の実施状況は次のとおりでしたのでお知ら
せします。

○相談件数は面接相談と電話相談を合わせ３，８９３件、令和３年度の４，２３０件に比べ
　て３３７件（８．０％）減少しました。

○　以下の年齢層の相談が多い状況となっています。
　　・５０歳代　１，７３０件（４４．４％）
　　・３０歳代　　　６２２件（１６．０％）
　　・４０歳代　　　４９３件（１２．７％）

4,004
3,634

3,913 3,802
3,551 3,530 3,731

3,983
4,230

3,893

533 508 560 464 496 473 517 582 615 472

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
件数 夫等からの暴力を主訴とするもの

7 5
227

622
493

1,730

360
168

281

0

500

1,000

1,500

2,000

18歳未満 18～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60～64歳 65歳以上 不明

件数

件数
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　（３）主訴別相談件数（延べ件数）

＜夫等からの暴力に係る相談状況＞
　・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（以下「ＤＶ防止法」、
　　平成２６年１月３日から改正ＤＶ法施行）が施行された平成１３年度以降増加し、平成
　　１８年度の８５１件を最高に、近年は５００件前後で推移しています。
　・令和４年度は４７２件で、令和３年度の６１５件に比べて１４３件（２３．３％）減少しまし
　　た。

２　性暴力被害者支援相談（たんぽぽ）の相談件数（延べ件数）

　令和４年度の面接相談件数は同行支援も含めて５４件でした。電話相談件数は１５２件
　で、うち性暴力被害の相談は１１２件、その他の相談・問合せは４０件でした。

※　「夫等」とは「夫、元夫、内縁の夫」を示します。また「その他」とは、夫の薬物・酒乱・
　　ギャンブル・借金・女性問題・病気などの問題を意味しています。

○　相談内容は日常生活上の困りごとから、いろいろな問題が複雑に絡んだものまで、
　広範多岐にわたっていますが、主な相談内容等については次のとおりです。

＜主訴別（最も中心的な訴え）の状況＞
　・最も多いものは、精神的な相談をはじめとした「医療関係」７５４件（１９．４％）でした。
　・次いで、夫の諸問題の相談「夫等その他の理由※」６７９件（１７．４％）、「親族関係 」
　　５１０件（１３．１％）となっています。
　・夫婦間の問題（「夫等からの暴力」、「離婚問題」、「夫等その他」）が、 １，４９９件
　　（３８．５％）となっています。

夫等から

の暴力, 472件, 
12.1%

離婚

問題, 348件, 8.9%

夫等その他の理由, 
679件, 17.4%

子ども関係, 273件, 
7.0%親族関係, 510件, 

13.1%
交際相手からの暴力,

34件, 0.9%

交際相手その他,
53件, 1.4%

その他の者からの暴

力等, 125件, 3.2%

男女問題, 56件, 
1.4%

家庭不和・その他,
470件, 12.1%

経済関係, 81件, 
2.1%

医療関係, 754件, 
19.4%

住居問題, 35件, 

0.9%

売春強要・5条違反,
3件, 0.1%

夫婦間の問題

1,499件,38.5%

2 4
22

10 4
17 54

24 25 29
47 49 55

108

152

24 27 33

69 59 59

125

206

0

100

200

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

件数

年度

面接相談 電話相談
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３　一時保護の状況

　（１）一時保護人数（実人数）の推移（同伴児(者)は含まず）

　（２）一時保護者の年齢別状況（実人数）

　○　一時保護の状況
・夫等からの暴力被害者など１１名の方を一時保護し、令和３年度に比べ４名増加しました。
・一時保護の理由や年齢層、同伴児（者）等の状況は次のとおりです。

＜一時保護の理由など＞

・一時保護の平均日数は２６．５日で令和３年度に比べて３．４日増加しました。

・同伴児（者）は令和３年度と同人数の１０名で、このうち９名が「夫等からの暴力」による保
　護者の同伴児（者）となっています。

・令和４年度の一時保護１１名のうち、「夫等からの暴力」による保護人数は５名（４５．５％）
　で、令和３年度と同人数でした。

・一時保護した年齢層は、２０歳代及び３０歳代が各４名（各３６．４％）、４０歳代、５０歳代及
　び６５歳以上が各１名となっています。

（ ）

【 女性相談の窓口】

女性相談センター ０８５２－２５－８０７１ 女性相談センター西部分室 ０８５４－８４－５６６１

出雲児童相談所 ０８５３－２１－８７８９ 浜田児童相談所 ０８５５－２８－３４３４

益田児童相談所 ０８５６－３１－１８８６ 中央児童相談所隠岐相談室 ０８５１２－２－９８１０

性暴力被害者支援相談専用ダイヤル（ たんぽぽ） ０８５２－２５－３０１０

41 40

23
19

34

27

17 17

7
11

25
31

17 16

28

20
13 12

5 50
5

10
15
20
25
30
35
40
45

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

人数

保護人数 夫等からの暴力を主訴とするもの
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1 1 1 0
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1
0
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4
6
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18歳未満 18歳～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳～64歳 65歳以上

人数

ＤＶ その他
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　１．受け入れ児童数の拡大

Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 増減（R元→R５）

235 243 249 258 263 +28

9,801 10,145 10,553 11,058 11,295 +1,494

8,920 9,135 9,365 9,842 9,940 +1,020
46 80 +80

(9,888) (10,020) (+1,100)

190 157 160 131 109 ▲ 81

　２．利用時間の延長

Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 増減（R元→R５）

175 201 210 219
(72.0%) (80.7%) (81.4%) (83.3%)

59 75 85 92 95
(25.1%) (30.9%) (34.1%) (35.7%) (36.1%)

31 40 68 68 83
(13.2%) (16.5%) (27.3%) (26.4%) (31.6%)

( )内の％は各年度の児童クラブ数に占める割合

　３．放課後児童支援員の確保

Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 増減（R元→R５）

3 7 7 8 9 +6

3 10 9 10 11 +8

197 220 209 255 − −
※R5年度箇所数・実施回数は予定

厚生労働省「放課後児童クラブの実施状況調査」及び市町村への聞き取りによる
 ［調査時点］１,２ … R元年度：R元.5.1、R2年度：R2.7.1、R3年度：R3.7.1、R4年度：R4.5.1、R5年度：R5.5.1（速報値）
       ３   … 各年度末

受講（修了）者数

令和５年度の放課後児童クラブの状況について

− +44

※ 小規模多機能・放課後児童支援事業（R4県補助金創設）による受入児童数

待機児童数（人）

18:30まで開所（箇所）

児童クラブ数（箇所）

受入可能数（定員：人）

+36

+52

受入児童数（人）

19:00まで開所（箇所）

− − −

研修実施箇所数

資格研修実施回数

長期休業中の
朝7:30から開所（箇所）

ほか 小規模預かり
（小規模預かりを含む受入児童数）

※

（注）R2→R5増減

令 和 ５ 年 ６月２９ 日・３０ 日
環 境 厚 生 委 員 会 資 料
健康福祉部子ども・子育て支援課

※
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島根県自死対策総合計画(案)について 

 
１．計画の概要  

  位置付け 

・自殺対策基本法（平成 18 年法律第 85 号）第 13 条第１項で策定するものとされている都道

府県自殺対策計画 

   改定の趣旨 

  ・現計画が令和４年度までの計画期間となっており、令和４年 10 月に閣議決定された新たな

「自殺総合対策大綱」を踏まえて新しい計画を策定 

   計画期間 

  ・令和５年度～令和９年度（５年間） 
 
２．主な内容  

  数値目標 

・令和８年（2026 年）までに自殺死亡率（人口 10 万人当たりの自殺者数）を平成 27年

（2015 年）と比べて 40％以上減少させ、国と同じ目標値である 13.0 以下を目指す 

（平成 27年（2015 年）22.9 → 令和８年（2026 年）までに 13.0 以下） 

  対策の方向性 

 
３．スケジュール  

令和５年５月 第１回 島根県自死総合対策連絡協議会（計画素案の審議） 

    ６月 パブリックコメントの実施、環境厚生委員会に報告 

    ９月 第２回 島根県自死総合対策連絡協議会（計画案の審議） 

    ９月 環境厚生委員会に報告 

    10 月 策定・公表 

項 目 主な内容 

１．県民一人ひとりの気付きと見

守りの促進 

自死予防週間と自死対策強化月間の実施、自死等に関する正しい

知識の普及、うつ病等についての普及啓発 

２．調査研究等の推進 自死の実態や自死対策の実施状況等に関する調査研究 

３．人材の確保、養成及び資質の

向上 

関係機関職員や支援者への研修、ゲートキーパー（自死の危険を

示すサインに気付き、適切な対応を図ることができる人）の養成 

４．心の健康を支援する環境の整

備と心の健康づくりの推進 

職場・地域・学校における心の健康づくりの推進、大規模災害に

おける被災者の心のケア 

５．適切な精神保健医療福祉サー

ビスの提供 

精神科医療機関等のネットワークの構築、精神疾患等によるハイ

リスク者対策の推進 

６．社会全体の自死リスクの低下 
相談体制の充実、相談窓口情報の周知、インターネット上の対策、

介護者・児童虐待・ＤＶ・生活困窮者等への支援の充実 

７．自死未遂者の再度の自死企図

の防止 

救急医療施設における精神科医による診療体制等の充実、家族等

の身近な支援者に対する支援 

８．遺された人への支援の充実 
遺族の自助グループ等の運営支援、遺族等に対応する公的機関の

職員の資質の向上 

９．民間団体との連携の強化 島根いのちの電話に対する支援等、遺族の自助グループとの連携 

10．子ども・若者、高齢者の自死対 

 策 

いじめを苦にした子どもの自死の予防、児童・生徒等への支援の

充実、ＳＯＳの出し方に関する教育の推進、高齢者への支援の充

実 

11．勤務問題による自死対策 
長時間労働の是正、職場におけるメンタルヘルス対策の推進、ハ

ラスメント防止対策 

12．女性の自死対策 
妊産婦への支援の充実、女性の雇用・就業支援などコロナ禍で顕

在化した課題を踏まえた女性支援 

13．市町村の取組への支援 市町村計画の策定・見直しの支援 

令和５年６月２９日・３０日 
環 境 厚 生 委 員 会 資 料 
健 康 福 祉 部 障 がい 福祉 課 
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10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R２ R３ R４ R５

平均工賃月額（円）県（実績）

平均工賃月額（円）県（目標）

平均工賃月額（円）全国（実績）

16,507円

21,327円

４期工賃向上計画１期工賃向上計画 ２期工賃向上計画 ３期工賃向上計画

19

20,724円

20,141円

 

 

障がい者就労継続支援事業所における令和４年度の工賃実績について 

１．令和４年度の工賃実績 

※平均工賃月額＝年間の工賃総額【収入―原価（原材料・外注等）】÷各月の工賃支払対象者延べ人数 

（平均工賃月額の増加の要因） 

① 県内の企業活動や観光需要が、新型コロナウイルス感染症の影響から持ち直したことにより、

製造業等からの作業受託、受注が回復傾向にあったほか、自主製品の販売機会が増えたこと。 

② 付加価値の高い自主製品の生産・販売や施設外作業など多様なサービス提供が進展している

こと。 

③ 農福連携の取り組みにより、施設外就労の仕事量や農家からの作業委託などが増えたこと。 

２．平均工賃月額の推移 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．島根県の平均工賃月額の順位                       （単位：円） 

 H30 R 元 R2 R3 R4 

島根県 19,672 20,120 19,201 19,749 20,141 

全国平均 16,118 16,369 15,776 16,507 - 

島根県の順位 4 3 9 6 - 

４．県の工賃向上支援事業の活用事業所の状況                        （単位：円） 

 H30 R 元 R2 R3 R4 

活用事業所の平均 

事業所数（累計） 

20,804 

（50） 

21,951 

（52） 

20,914 

（53） 

21,581 

（56） 

22,099 

（59） 

全事業所の平均 19,672 20,120 19,201 19,749 20,141 

※ 工賃向上支援事業…新商品開発、設備整備を支援 

    平均工賃月額（円） （前年度比） 事業所数 定員 

    R２ R３ R４ R４/R３ R３ R４ R３ R４ 

就労継続支援 B 型 目標額 20,651 20,120 20,724 103.0% 
132 135 2,749 2,881 

（工賃向上計画対象事業所） 実績額 19,201 19,749 20,141 102.0% 

就労継続支援 A 型（雇用型） 95,329 97,079 100,019 103.0% 33 32 589 509 

令和 5 年 6 月 29 日・30 日 

環 境 厚 生 委 員 会 資 料  

健康福祉部障がい福祉課 
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                      障がい者就労施設等からの物品等の調達について
                              (令和４年度調達実績と令和５年度調達方針)

１．これまでの調達実績

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

     調達目標額 - 33,000,000 - 38,000,000 - 42,000,000 - 46,000,000 - 46,000,000

     実績額 613 37,338,944 639 41,938,059 484 67,657,361 486 36,710,414 584 40,672,856

前年度比 - 116.7% - 112.3% - 161.3% - 54.3% - 110.8%

調達目標達成率 - 113.1% - 110.4% - 161.1% - 79.8% - 88.4%

（内容別） (単位：円)

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

337 9,413,685 356 10,865,983 218 11,579,629 231 6,566,070 297 9,222,907

156 8,505,894 138 10,750,000 122 10,189,900 127 10,174,503 143 12,309,523

96 3,474,556 125 3,487,206 113 29,405,791 103 4,368,198 115 3,031,614

24 15,944,809 20 16,834,870 31 16,482,041 25 15,601,643 29 16,108,812

613 37,338,944 639 41,938,059 484 67,657,361 486 36,710,414 584 40,672,856

２．令和５年度の調達方針案

（１）　調達目標額　　　46,000千円

(単位：千円)

（２）　今後の取組

・各所属に、障がい者就労施設等が提供可能なサービスや物品等の情報提供をする。

・県と業務委託契約をしている事業者に、障がい者就労施設等からの物品等の調達の協力を依頼する。

・各所属の調達予定物品、役務等を障がい者就労施設等へ情報提供する。

令 和 ５ 年 ６ 月 29 日 ・ 30 日

環 境 厚 生 委 員 会 資 料

健 康 福 祉 部 障 が い 福 祉 課

(単位：円)

H30 R元 R２ R３ R４

H30 R元 R２ R３ R４

印刷、情報処理

役  務

物　品

給食、弁当

計

区分 目標金額 品目の例

印刷、情報処理 11,000 各種印刷、デザイン、データ入力、テープ起こし　

役  務 13,000 クリーニング、清掃、環境整備、文書封入・発送、リサイクル、施設管理

計 46,000

物　品 5,000 啓発用品、記念品、防災用品、事務用品、食材、農産品、カバー苗

給食、弁当 17,000 給食､食堂業務、弁当、給食パン、軽食・喫茶　
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島根県動物愛護管理推進計画の一部改定について 

１．背景 

（１）動物の愛護及び管理に関する法律第６条第１項の規定に基づき、都道府県知事
は国の定める基本指針に即して、都道府県の区域における動物の愛護及び管理
に関する施策を推進するための「動物愛護管理推進計画」を定めることされて
いる。 

（２）現在の計画は、平成 26 年３月に令和５年度末までの 10 年間の計画として策
定し、取組を進めてきた。 

（３）令和２年度に国の基本指針が改正されたが、新型コロナ対応等のため基本指針
改正に併せた県計画の見直しを延期していた。 

（４）現計画の計画期間が、令和 5 年度末まであることから、国の基本指針の見直し
が予定されている令和 7 年度末まで計画期間を延長する等の一部改定を行う。 

２．改定（案）の概要 
（１）計画期間の延長 

・国の基本指針の見直しが予定されている令和７年度まで、計画期間を延長 

（２）目標数値の見直し 
・目標数値を「令和 7 年度の犬猫の引取数を２９０頭以下」に見直し 

【現計画の目標数値】 
「犬猫の引取り数を令和 5 年度末までに 625 頭以下」 

【考え方】 
国の基本指針の考え方「令和 12 年度末の犬猫の殺処分数を平成 30 年度末
の 50％減とする」を、本県の指標である犬猫の引取数にあてはめ 

【参考：引取数、殺処分数の推移】 
年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R 元 R2 R3 

犬猫の引取数 1,766 1,554 947 780 596 574 518 377 326 
殺処分数 1,574 1,274 662 487 271 319 248 112 131 

（３）重点事項の追加 
・「多頭飼育崩壊の未然防止と関係機関との連携強化」を追加 

（４）その他現状に合わせた修正等 
・現計画の数値やグラフを最新の数値等に修正 

３．今後のスケジュール （案） 
・令和 5 年 7 月 14 日（金）〜8 月 14 日（月） パブリックコメント募集 
・令和５年９月 常任委員会で報告 
・令和５年 10 月（予定） 改定、公表 

令和 5 年６月 29 日・30 日 
環 境 厚 生 委 員 会 資 料 
健 康 福 祉 部 薬 事 衛 生 課 
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「島根県動物愛護管理推進計画」一部改定への意見募集について（案） 

 

令和５年７月 日 

島根県健康福祉部薬事衛生課 

 

島根県の動物愛護管理対策については、国が定めた「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に

推進するための基本的な指針」（以下「基本指針」という。）に基づき、平成 26 年３月に「島根県

動物愛護管理推進計画」（以下「推進計画」という。）を策定し、対策を進めてきました。 

その後、令和元年の動物の愛護及び管理に関する法律の改正を踏まえ、「基本指針」が令和２年４

月に改正されましたが、新型コロナウイルス感染症対応等のため、「基本指針」改正に併せた推進計

画の見直しを延期していました。 

現推進計画の計画期間が令和５年度末であることから、このたび、「基本指針」の見直しが予定さ

れている令和７年度末まで計画期間を延長する等の一部改定を行うこととしました。 

人と動物が調和し共生するより良い社会の構築を目指して各種施策をさらに推進していくために、

広く県民の皆様からのご意見を募集します。 

 

１ 意見募集期間 

 令和５年７月１４日（金）から令和５年８月１４日（月）まで 

２ 改定案の閲覧方法 

  島根県のホームページ(http://www.pref.shimane.lg.jp/・・・)のほか、県庁薬事衛生課、県内

各保健所、県政情報センター及び各地区県政情報コーナーでもご覧いただくことができます。 

 

３ ご意見の提出方法 

 ■郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法でお送りください。 

  電話によるご意見の受付はいたしませんのでご了承ください。 

  ・郵送（令和５年８月１４日（月）必着） 

〒690-8501 松江市殿町１番地 島根県健康福祉部薬事衛生課 あて 

  ・ファックス  ０８５２－２２－６０４１ 

    ・電子メール  yakuji@pref.shimane.lg.jp 

 ■意見書の様式は自由ですが、理由を附して、どの項目に対する意見であるかということと、氏名

（団体名）、住所（所在地）の市町村名の記載をお願いします。 

（意見書参考様式：別添のとおり） 

 

４ ご意見の反映・個人情報の取り扱い 

お寄せいただきましたご意見は、十分に検討・考慮して計画を策定します。 

ご意見に対する個別の回答はいたしませんが、後日、個人が識別される情報を除いた上で、 

ご意見の趣旨とこれに対する県の考え方を公表しますのでご了承ください。 

 なお、賛否だけを示したものや、趣旨が不明瞭なものなどについては、県の考え方をお示し 

できない場合があります。 

 

５ お問合せ先 

  島根県健康福祉部薬事衛生課食品衛生係 TEL：0852-22-5264 FAX：0852-22-6041 
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案

 
新

旧
対

照
表

 
新

 
旧

 
摘

要
 

島
根

県
動

物
愛

護
管

理
推

進
計

画
 

 計
画

期
間

：
平

成
26

年
４

月
１

日
〜

令
和

８
年

３
月

31
日

 
 平

成
26

年
３

月
（

令
和

５
年

 
月

一
部

改
定

）
 

 島
根

県
 

 は
じ

め
に

 
 

犬
や

猫
な

ど
の

動
物

は
、人

が
心

豊
か

な
生

活
を

送
る

上
で

重
要

な
存

在
と

な
り

、
少

子
高

齢
化

や
核

家
族

化
な

ど
の

進
展

に
よ

り
、単

な
る

ペ
ッ

ト
で

は
な

く
家

族
の

一
員

あ
る

い
は

伴
侶

と
し

て
生

活
に

か
か

せ
な

い
存

在
と

な
っ

て
き

ま
し

た
。

 
 

本
県

で
は

、
平

成
20

年
３

月
に

「
島

根
県

動
物

愛
護

管
理

推
進

計
画

（
計

画
期

間
：

平
成

20
〜

29
年

度
）」

（
以

下
「

推
進

計
画

」
と

い
う

。）
を

策
定

し
、保

健
所

で
の

犬
･猫

の
引

取
数

の
減

少
を

成
果

指
標

と
し

て
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

と
の

協
働

に
よ

る
譲

渡
や

動
物

愛
護

の
普

及
啓

発
な

ど
、

処
分

さ
れ

る
命

を
減

ら
す

た
め

の
取

組
み

を
は

じ
め

、動
物

の
愛

護
及

び
管

理
に

関
す

る
各

種
事

業
を

実
施

し
て

き
ま

し
た

。
 

  
（

中
略

）
 

 

島
根

県
動

物
愛

護
管

理
推

進
計

画
 

 計
画

期
間

：
平

成
26

年
４

月
１

日
〜

平
成

36
年

３
月

31
日

 
 平

成
26

年
３

月
 

 島
根

県
 

 は
じ

め
に

 
 

犬
や

猫
な

ど
の

動
物

は
、人

が
心

豊
か

な
生

活
を

送
る

上
で

重
要

な
存

在
と

な
り

、
少

子
高

齢
化

や
核

家
族

化
な

ど
の

進
展

に
よ

り
、単

な
る

ペ
ッ

ト
で

は
な

く
家

族
の

一
員

あ
る

い
は

伴
侶

と
し

て
生

活
に

欠
か

せ
な

い
存

在
と

な
っ

て
き

ま
し

た
。

 
 

本
県

で
は

、
平

成
20

年
３

月
に

「
島

根
県

動
物

愛
護

管
理

推
進

計
画

（
計

画
期

間
：

平
成

20
〜

29
年

度
）」

（
以

下
、

推
進

計
画

）
を

策
定

し
、

保
健

所
で

の
犬

･猫
の

引
取

数
の

減
少

を
成

果
指

標
と

し
て

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
と

の
協

働
に

よ
る

譲
渡

や
動

物
愛

護
の

普
及

啓
発

な
ど

、処
分

さ
れ

る
命

を
減

ら
す

た
め

の
取

組
み

を
は

じ
め

、動
物

の
愛

護
及

び
管

理
に

関
す

る
各

種
事

業
を

実
施

し
て

き
ま

し
た

。
 

  
（

中
略

）
 

 
 

  計
画

期
間

を
２

年
間

延
長

 
           文

言
の

統
一
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新
 

旧
 

摘
要

 
 

推
進

計
画

策
定

後
５

年
を

経
過

し
、

ま
た

、
国

に
お

い
て

も
平

成
25

年
９

月
に「

動
物

の
愛

護
及

び
管

理
に

関
す

る
施

策
を

総
合

的
に

推
進

す
る

た
め

の
基

本
的

な
指

針
（

計
画

期
間

：
平

成
26

〜
平

成
35

年
度

）」
が

改
正

さ
れ

た
こ

と
か

ら
、

平
成

26
年

３
月

に
平

成
26

年
度

か
ら

10
年

間
を

計
画

期
間

と
す

る
新

た
な

推
進

計
画

を
策

定
し

ま
し

た
。

 
 

こ
の

計
画

で
は

、こ
れ

ま
で

と
同

様
に

動
物

愛
護

を
基

本
と

し
た

施
策

を
推

進
す

る
等

、動
物

愛
護

管
理

に
関

す
る

基
本

的
な

方
針

を
掲

げ
る

と
と

も
に

、
現

状
で

の
問

題
点

を
把

握
し

、
課

題
へ

の
具

体
的

な
取

組
み

、
計

画
の

実
現

・
数

値
目

標
を

中
長

期
的

な
視

点
か

ら
定

め
、

平
成

24
年

３
月

出
雲

保
健

所
敷

地
内

に
完

成
し

た
動

物
愛

護
棟

を
活

用
し

て
、飼

い
主

の
い

な
い

猫
対

策
と

し
て

の
Ｔ

Ｎ
Ｒ

事
業

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
と

の
協

働
を

一
層

進
め

て
い

く
な

ど
取

組
み

を
進

め
て

き
ま

し
た

。
そ

の
結

果
、

計
画

の
目

標
と

し
て

掲
げ

た
「

令
和

５
年

度
の

犬
・

猫
の

引
取

り
数

62
5

頭
以

下
」

を
平

成
29

年
度

に
達

成
し

、
そ

の
後

も
減

少
傾

向
が

続
い

て
い

る
こ

と
か

ら
、計

画
の

目
標

及
び

計
画

期
間

を
見

直
す

こ
と

と
し

ま
し

た
。

引
き

続
き

、
こ

の
計

画
を

着
実

に
実

施
し

、
人

と
動

物
が

調
和

し
共

生
す

る
よ

り
良

い
社

会
の

構
築

を
目

指
し

て
い

き
ま

す
。

 
令

和
５

年
 

月
 

島
 

 
根

 
 

県
 

  第
１

 
計

画
策

定
の

趣
旨

 
（

１
）

目
的

 

 
推

進
計

画
策

定
後

５
年

を
経

過
し

、
ま

た
、

国
に

お
い

て
も

平
成

25
年

９
月

に「
動

物
の

愛
護

及
び

管
理

に
関

す
る

施
策

を
総

合
的

に
推

進
す

る
た

め
の

基
本

的
な

指
針

（
計

画
期

間
：

平
成

26
〜

平
成

35
年

度
）」

が
改

正
さ

れ
た

こ
と

か
ら

、
現

計
画

を
見

直
す

こ
と

と
し

ま
し

た
。

 
  

こ
の

計
画

で
は

、こ
れ

ま
で

と
同

様
に

動
物

愛
護

を
基

本
と

し
た

施
策

を
推

進
す

る
等

、動
物

愛
護

管
理

に
関

す
る

基
本

的
な

方
針

を
掲

げ
る

と
と

も
に

、
現

状
で

の
問

題
点

を
把

握
し

、
課

題
へ

の
具

体
的

な
取

組
み

、
計

画
の

実
現

・
数

値
目

標
を

中
長

期
的

な
視

点
か

ら
定

め
ま

し
た

。
 

ま
た

、
平

成
24

年
３

月
出

雲
保

健
所

敷
地

内
に

完
成

し
た

、
手

術
室

や
研

修
室

を
備

え
た

動
物

愛
護

棟
を

活
用

し
て

、飼
い

主
の

い
な

い
猫

対
策

と
し

て
の

Ｔ
Ｎ

Ｒ
事

業
や

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

と
の

協
働

を
一

層
進

め
て

い
く

な
ど

、
こ

の
計

画
を

着
実

に
実

施
し

、人
と

動
物

が
調

和
し

共
生

す
る

よ
り

良
い

社
会

の
構

築
を

目
指

し
て

い
き

ま
す

。
 

  
 平

成
26

年
３

月
 

島
 

 
根

 
 

県
 

  第
１

 
計

画
策

定
の

趣
旨

 
（

１
）

目
的

 

   文
言

の
修

正
 

    文
言

の
修

正
 

  国
の

基
本

指
針

が
改

正
さ

れ
、

令
和

5
年

度
の

目
標

数
値

を
達

成
し

た
た

め
、

数
値

目
標

と
計

画
期

間
を

見
直

す
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新
 

旧
 

摘
要

 
（

２
）

計
画

期
間

 
第

２
 

動
物

の
愛

護
及

び
管

理
に

関
す

る
基

本
的

な
指

針
 

第
３

 
動

物
の

愛
護

及
び

管
理

の
現

状
と

課
題

 
（

１
）

犬
の

登
録

・
狂

犬
病

予
防

注
射

実
施

状
況

 
（

２
）

動
物

取
扱

業
者

届
出

・
登

録
状

況
 

（
３

）
特

定
動

物
（

危
険

動
物

）
飼

育
状

況
 

（
４

）
犬

・
猫

の
収

容
・

引
取

り
・

処
分

状
況

 
（

５
）

犬
・

猫
の

返
還

・
譲

渡
状

況
 

（
６

）
動

物
関

係
苦

情
及

び
野

犬
等

の
捕

獲
状

況
 

（
７

）
飼

い
主

の
い

な
い

猫
対

策
の

状
況

 
（

８
）

動
物

愛
護

関
係

事
業

の
実

施
状

況
 

（
９

）
実

験
動

物
、

産
業

動
物

の
適

正
な

取
扱

い
 

（
10

）
災

害
時

の
対

応
 

（
11

）
動

物
愛

護
・

管
理

事
業

の
体

制
 

（
12

）
動

物
愛

護
管

理
推

進
会

議
の

設
置

 
（

削
除

）
 

 第
４

 
課

題
へ

の
具

体
的

な
取

組
み

 
１

．
動

物
の

適
正

な
飼

育
及

び
保

管
を

図
る

た
め

の
施

策
 

（
１

）
動

物
取

扱
業

、
特

定
動

物
（

危
険

動
物

）
飼

育
施

設
に

対
す

る
施

策
 

（
２

）
家

庭
で

の
動

物
の

適
正

な
飼

育
及

び
保

管
を

図
る

た
め

の
施

策
 

（
３

）
動

物
の

不
適

正
な

飼
育

及
び

保
管

等
に

対
す

る
施

策
 

（
２

）
計

画
期

間
 

第
２

 
動

物
の

愛
護

及
び

管
理

に
関

す
る

基
本

的
な

方
針

 
第

３
 

動
物

の
愛

護
及

び
管

理
の

現
状

と
課

題
 

（
１

）
犬

の
登

録
・

狂
犬

病
予

防
注

射
実

施
状

況
 

（
２

）
動

物
取

扱
業

者
届

出
・

登
録

状
況

 
（

３
）

特
定

動
物

（
危

険
動

物
）

飼
育

状
況

 
（

４
）

犬
・

猫
の

収
容

・
引

取
り

・
処

分
状

況
 

（
５

）
犬

・
猫

の
返

還
・

譲
渡

状
況

 
（

６
）

動
物

関
係

苦
情

及
び

野
犬

等
の

捕
獲

状
況

 
（

７
）

飼
い

主
の

い
な

い
猫

対
策

の
状

況
 

（
８

）
動

物
愛

護
関

係
事

業
の

実
施

状
況

 
（

９
）

実
験

動
物

、
産

業
動

物
の

適
正

な
取

扱
い

 
（

10
）

災
害

時
の

対
応

 
（

11
）

動
物

愛
護

・
管

理
事

業
の

体
制

 
（

12
）

動
物

愛
護

管
理

推
進

会
議

の
設

置
 

（
13

）
県

民
意

識
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

（
し

ま
ね

we
b

モ
ニ

タ
ー

意
向

調
査

）
 

第
４

 
課

題
へ

の
具

体
的

な
取

組
み

 
１

．
動

物
の

適
正

な
飼

育
及

び
保

管
を

図
る

た
め

の
施

策
 

（
１

）
動

物
取

扱
業

、
特

定
動

物
（

危
険

動
物

）
飼

育
施

設
に

対
す

る
施

策
 

（
２

）
家

庭
で

の
動

物
の

適
正

な
飼

育
及

び
保

管
を

図
る

た
め

の
施

策
 

（
３

）
動

物
の

不
適

正
な

飼
育

及
び

保
管

等
に

対
す

る
施

策
 

               平
成

24
年

度
の

調
査

以
降

実
施

し
て

い
な

い
た

め
削

除
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新
 

旧
 

摘
要

 
２

．
動

物
の

愛
護

及
び

管
理

に
関

す
る

普
及

啓
発

 
（

１
）

動
物

の
愛

護
及

び
管

理
に

関
す

る
教

育
活

動
 

（
２

）
動

物
の

愛
護

及
び

管
理

に
関

す
る

広
報

活
動

 
３

．
動

物
の

愛
護

及
び

管
理

に
関

す
る

体
制

強
化

 
（

１
）

動
物

愛
護

管
理

推
進

会
議

を
軸

と
し

た
関

係
機

関
の

連
携

強
化

 
（

２
）

行
政

の
動

物
愛

護
管

理
業

務
の

質
の

向
上

 
（

３
）

国
、

市
町

村
、

島
根

県
獣

医
師

会
と

の
連

携
 

（
４

）
動

物
愛

護
団

体
や

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

と
の

協
力

 
４

．
処

分
さ

れ
る

命
を

減
ら

す
た

め
の

取
組

み
 

５
．

所
有

者
明

示
（

個
体

識
別

）
の

推
進

 
６

．
実

験
動

物
、

産
業

動
物

の
適

正
な

取
扱

い
 

７
．

災
害

時
の

対
応

 
（

１
）

災
害

時
の

所
有

者
に

よ
る

飼
養

管
理

の
普

及
啓

発
 

（
２

）
災

害
時

の
体

制
整

備
 

第
５

 
計

画
の

実
現

・
目

標
 

参
考

資
料

 
島

根
県

動
物

愛
護

管
理

推
進

会
議

設
置

要
綱

 
（

削
除

）
 

  第
１

 
計

画
の

趣
旨

 
（

１
）

目
的

 
 

（
略

）
 

２
．

動
物

の
愛

護
及

び
管

理
に

関
す

る
普

及
啓

発
 

（
１

）
動

物
の

愛
護

及
び

管
理

に
関

す
る

教
育

活
動

 
（

２
）

動
物

の
愛

護
及

び
管

理
に

関
す

る
広

報
活

動
 

３
．

動
物

の
愛

護
及

び
管

理
に

関
す

る
体

制
強

化
 

（
１

）
動

物
愛

護
管

理
推

進
会

議
を

軸
と

し
た

関
係

機
関

の
連

携
強

化
 

（
２

）
行

政
の

動
物

愛
護

管
理

業
務

の
質

の
向

上
 

（
３

）
国

、
市

町
村

、
獣

医
師

会
と

の
連

携
 

（
４

）
動

物
愛

護
団

体
や

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

と
の

協
力

 
４

．
処

分
さ

れ
る

命
を

減
ら

す
た

め
の

取
組

み
 

５
．

所
有

者
明

示
（

個
体

識
別

）
の

推
進

 
６

．
実

験
動

物
、

産
業

動
物

の
適

正
な

取
扱

い
 

７
．

災
害

時
の

対
応

 
（

１
）

災
害

時
の

所
有

者
に

よ
る

飼
養

管
理

の
普

及
啓

発
 

（
２

）
災

害
時

の
体

制
整

備
 

第
５

 
計

画
の

実
現

・
目

標
 

参
考

資
料

 
島

根
県

動
物

愛
護

管
理

推
進

会
議

設
置

要
綱

 
 

 
 

 
 

し
ま

ね
we

bモ
ニ

タ
ー

意
向

調
査

集
計

結
果

 
  第

１
 

計
画

策
定

の
趣

旨
 

（
１

）
目

的
 

 
（

略
）

 

      文
言

の
統

一
 

         平
成

24
年

度
の

調
査

以
降

実
施

し
て

い
な

い
た

め
削

除
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新
 

旧
 

摘
要

 
 （

２
）

計
画

期
間

 
 

平
成

26
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

８
年

３
月

31
日

の
12

年
間

と
し

ま
す

。
 

 「
動

物
の

愛
護

及
び

管
理

に
関

す
る

施
策

を
総

合
的

に
推

進
す

る
た

め
の

基
本

的
な

指
針

」
の

見
直

し
が

令
和

７
年

度
を

目
途

に
行

わ
れ

る
た

め
、

現
計

画
期

間
を

延
長

す
る

こ
と

と
し

ま
す

。
な

お
、

数
値

目
標

等
必

要
と

な
る

改
正

に
つ

い
て

は
適

宜
実

施
し

ま
す

。
 

 第
２

 
動

物
の

愛
護

及
び

管
理

に
関

す
る

基
本

的
な

方
針

 
動

物
愛

護
の

基
本

は
、

人
に

お
い

て
そ

の
命

が
大

切
な

よ
う

に
、

動
物

の
命

に
つ

い
て

も
そ

の
尊

厳
を

守
る

と
い

う
こ

と
に

あ
り

ま
す

。こ
の

動
物

を
愛

護
す

る
気

持
ち

を
広

く
普

及
す

る
こ

と
で

、
生

命
尊

重
、

友
愛

及
び

平
和

の
情

操
の

涵
養

が
図

ら
れ

る
と

考
え

て
い

ま
す

。
 

  
（

以
下

略
）

 
  第

３
 

動
物

の
愛

護
及

び
管

理
の

現
状

と
課

題
 

（
１

）
犬

の
登

録
・

狂
犬

病
予

防
注

射
実

施
状

況
 

  
（

中
略

）
 

 

 （
２

）
計

画
期

間
 

 
平

成
26

年
４

月
１

日
か

ら
平

成
36

年
３

月
31

日
の

10
年

間
と

し
ま

す
。

 
 

ま
た

、動
物

愛
護

管
理

に
関

す
る

状
況

の
変

化
に

適
時

的
確

に
対

応
す

る
た

め
、

計
画

策
定

後
概

ね
５

年
目

に
当

た
る

平
成

30
年

度
を

目
途

と
し

て
、

計
画

の
見

直
し

を
行

い
ま

す
。

 
  第

２
 

動
物

の
愛

護
及

び
管

理
に

関
す

る
基

本
的

な
方

針
 

 
動

物
愛

護
の

基
本

は
、人

に
お

い
て

そ
の

命
が

大
切

な
よ

う
に

、動
物

の
命

に
つ

い
て

も
そ

の
尊

厳
を

守
る

と
い

う
こ

と
に

あ
り

ま
す

。こ
の

動
物

を
愛

護
す

る
気

持
ち

を
広

く
普

及
す

る
こ

と
で

、
生

命
尊

重
、

友
愛

及
び

平
和

の
情

操
の

か
ん

養
が

図
ら

れ
る

と
考

え
て

い
ま

す
。

 
  

（
以

下
略

）
 

  第
３

 
動

物
の

愛
護

及
び

管
理

の
現

状
と

課
題

 
（

１
）

犬
の

登
録

・
狂

犬
病

予
防

注
射

実
施

状
況

 
  

（
中

略
）

 
 

  改
元

、
計

画
期

間
延

長
の

た
め

 
         文

言
の

修
正
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新
 

旧
 

摘
要

 
 

県
内

の
登

録
頭

数
は

、令
和

４
年

３
月

31
日

現
在

で
31

,57
7頭

、狂
犬

病
予

防
注

射
実

施
頭

数
は

23
,81

0頭
、

接
種

率
は

75
％

で
あ

り
、

こ
こ

数
年

、
僅

か
に

低
下

し
て

い
る

傾
向

が
認

め
ら

れ
ま

す
。

 
 （

削
除

）
 

   
今

後
、

定
期

的
に

未
登

録
、

未
注

射
の

実
態

把
握

を
行

い
、

対
策

を
講

じ
る

と
と

も
に

、
接

種
率

の
向

上
に

努
め

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 

 
（

以
下

略
）

 
 （

２
）

動
物

取
扱

業
者

届
出

・
登

録
状

況
 

 
動

物
取

扱
業

に
対

す
る

規
制

に
つ

い
て

は
、

平
成

18
年

６
月

１
日

に
施

行
さ

れ
た

改
正

動
物

愛
護

管
理

法
に

よ
り

、業
の

範
囲

を
拡

大
す

る
と

と
も

に
登

録
制

と
な

り
ま

し
た

。
さ

ら
に

、
平

成
24

年
９

月
５

日
改

正
（

平
成

25
年

９
月

１
日

施
行

）
に

よ
り

、
従

前
の

登
録

業
種

に
新

た
に

競
り

あ
っ

せ
ん

業
、譲

受
飼

養
業

が
加

え
ら

れ
、第

一
種

動
物

取
扱

業
と

な
り

ま
し

た
。

さ
ら

に
、

令
和

元
年

６
月

19
日

改
正

に
よ

り
、

動
物

取
扱

業
の

更
な

る
適

正
化

や
動

物
の

不
適

正
な

取
扱

い
へ

の
対

応
強

化
を

図
る

た
め

、登
録

拒
否

要
件

と
動

物
取

扱
責

任
者

の
選

任
要

件
が

強
化

さ
れ

、犬
猫

等
販

売
業

者
に

は
マ

イ
ク

ロ
チ

ッ
プ

の
装

着
と

登
録

が
義

務
付

け
ら

れ
ま

し
た

。
 

 
県

内
の

登
録

頭
数

は
、平

成
25

年
度

上
期

現
在

で
38

,86
6頭

、狂
犬

病
予

防
注

射
実

施
頭

数
は

30
,35

3頭
、

接
種

率
は

78
％

で
あ

り
、

こ
こ

数
年

、
低

下
し

て
い

る
傾

向
が

認
め

ら
れ

ま
す

。
 

  
県

で
は

、
平

成
19

年
度

か
ら

22
年

度
に

か
け

て
犬

の
登

録
及

び
狂

犬
病

予
防

注
射

の
事

態
調

査
を

行
い

ま
し

た
。

そ
の

結
果

、
未

登
録

、
未

注
射

の
犬

が
わ

ず
か

な
が

ら
存

在
す

る
こ

と
が

判
明

し
ま

し
た

。
 

 
今

後
、

定
期

的
に

未
登

録
、

未
注

射
の

実
態

把
握

を
行

い
、

対
策

を
講

じ
る

と
と

も
に

、
接

種
率

の
向

上
に

努
め

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 

 
（

以
下

略
）

 
 （

２
）

動
物

取
扱

業
者

届
出

・
登

録
状

況
 

 
動

物
取

扱
業

に
対

す
る

規
制

に
つ

い
て

は
、

平
成

18
年

６
月

１
日

に
施

行
さ

れ
た

「
動

物
愛

護
管

理
法

（
平

成
12

年
12

月
１

日
施

行
）」

の
改

正
に

よ
り

、
業

の
範

囲
を

拡
大

す
る

と
と

も
に

登
録

制
と

な
り

ま
し

た
。

さ
ら

に
、

平
成

24
年

９
月

５
日

改
正

（
平

成
25

年
９

月
１

日
施

行
）

に
よ

り
、

動
物

取
扱

業
の

う
ち

、
特

に
犬

猫
頭

販
売

業
の

規
制

が
強

化
さ

れ
ま

し
た

。
 

    

デ
ー

タ
の

更
新

 
   計

画
策

定
当

時
の

デ
ー

タ
の

た
め

削
除

 
        表

記
の

修
正

 
  令

和
元

年
度

の
動

物
愛

護
管

理
法

改
正

内
容

の
追

記
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新
 

旧
 

摘
要

 
 

県
内

の
第

一
種

動
物

取
扱

業
は

、
令

和
４

年
３

月
31

日
現

在
で

延
べ

24
5件

、
施

設
実

数
は

18
6件

で
す

。
ま

た
、

第
二

種
動

物
取

扱
業

は
、

令
和

４
年

３
月

31
日

現
在

で
延

べ
19

件
、

施
設

実
数

は
16

件
で

す
。

 
 

（
中

略
）

 
 表

「
第

一
種

動
物

取
扱

業
登

録
施

設
数

（
R4

.3.
31

現
在

）」
 

（
略

）
 

表
「

第
二

種
動

物
取

扱
業

届
出

施
設

数
（

R4
.3.

31
現

在
）」

 
（

略
）

 
 （

３
）

特
定

動
物

（
危

険
動

物
）

飼
育

状
況

 
 

特
定

動
物（

危
険

動
物

）
に

つ
い

て
は

、
平

成
14

年
10

月
１

日
に

施
行

し
た

「
危

険
な

動
物

の
飼

養
及

び
保

管
に

関
す

る
条

例
（

平
成

14
年

島
根

県
条

例
第

19
号

）」
に

よ
り

許
可

制
を

導
入

し
ま

し
た

が
、そ

の
後

「
動

物
愛

護
管

理
法

」
が

改
正

（
平

成
18

年
６

月
１

日
施

行
）

さ
れ

、
全

国
一

律
の

許
可

制
度

と
な

り
ま

し
た

。
ま

た
、

令
和

元
年

６
月

19
日

改
正

に
よ

り
、新

た
に

愛
玩

目
的

で
飼

養
保

管
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
り

、
特

定
動

物
と

の
交

雑
種

の
飼

養
保

管
に

許
可

が
必

要
と

な
り

ま
し

た
。

 
 

県
内

で
は

、
令

和
４

年
３

月
31

日
現

在
、

ニ
ホ

ン
ザ

ル
３

頭
、

ワ
ニ

ガ
メ

９
匹

、
ボ

ア
コ

ン
ス

ト
リ

ク
タ

ー
２

匹
、

ソ
ウ

ゲ
ン

ワ
シ

１
羽

の
４

種
類

15
匹

が
７

施
設

で
飼

育
さ

れ
て

い
ま

す
。

平
成

25
年

度
に

比
べ

、
特

定
動

物
が

３
種

類
、

施
設

数
が

６
施

設
減

少
し

ま
し

た
が

、引
き

続
き

適
正

な
管

理
が

な
さ

れ
る

よ
う

監
視

指
導

を
継

続
す

る
必

要
が

あ
り

ま

 
県

内
の

動
物

取
扱

業
は

、
平

成
25

年
９

月
30

日
現

在
で

延
べ

21
5

件
、

施
設

実
数

は
16

1件
で

す
。

 
  

（
中

略
）

 
 表

「
動

物
取

扱
業

登
録

施
設

数
（

H1
9.6

.1
現

在
）」

 
（

略
）

 
表

「
動

物
取

扱
業

登
録

施
設

数
（

H2
5.9

.30
現

在
）」

 
（

略
）

 
 （

３
）

特
定

動
物

（
危

険
動

物
）

飼
育

状
況

 
 

特
定

動
物（

危
険

動
物

）
に

つ
い

て
は

、
平

成
14

年
10

月
１

日
に

施
行

し
た

「
危

険
な

動
物

の
飼

養
及

び
保

管
に

関
す

る
条

例
（

平
成

14
年

島
根

県
条

例
第

19
号

）」
に

よ
り

許
可

制
を

導
入

し
ま

し
た

が
、そ

の
後

「
動

物
愛

護
管

理
法

（
平

成
18

年
６

月
１

日
施

行
）」

が
改

正
さ

れ
、

全
国

一
律

の
許

可
制

度
と

な
り

ま
し

た
。

 
    

県
内

で
は

、
平

成
25

年
９

月
30

日
現

在
、

ニ
ホ

ン
ザ

ル
18

頭
、

ワ
ニ

ガ
メ

15
匹

、
エ

ラ
ブ

ウ
ミ

ヘ
ビ

１
匹

、
ボ

ア
科

５
匹

な
ど

７
種

類
、

43
匹

が
13

施
設

で
飼

育
さ

れ
て

い
ま

す
。

平
成

19
年

度
に

比
べ

、
特

定
動

物
が

４
種

類
、施

設
数

が
６

施
設

増
加

し
ま

し
た

。引
き

続
き

適
正

な
管

理
が

な
さ

れ
る

よ
う

監
視

指
導

を
継

続
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 

デ
ー

タ
の

更
新

 
平

成
24

年
度

か
ら

追
加

さ
れ

た
第

二
種

の
デ

ー
タ

を
追

記
 

   デ
ー

タ
の

更
新

 
平

成
24

年
度

か
ら

追
加

さ
れ

た
第

二
種

の
デ

ー
タ

を
追

記
 

    表
記

の
修

正
 

令
和

元
年

度
の

動
物

愛
護

管
理

法
改

正
内

容
の

追
記

 
  デ

ー
タ

の
更

新
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新
 

旧
 

摘
要

 
す

。
 

 （
削

除
）

 
 表

「
特

定
動

物
飼

育
状

況
（

R4
.3.

31
現

在
）」

 
（

略
）

 
 （

削
除

）
 

  
（

以
下

略
）

 
 （

４
）

犬
・

猫
の

収
容

・
引

取
り

・
処

分
状

況
 

 
犬

に
つ

い
て

は
、引

取
り

数
も

殺
処

分
率

も
毎

年
減

少
し

、令
和

４
年

３
月

31
日

現
在

、
平

成
25

年
度

と
比

較
し

引
取

り
数

は
40

％
、

殺
処

分
数

は
３

％
に

ま
で

減
少

し
ま

し
た

。
 

 
猫

に
つ

い
て

は
、

令
和

４
年

３
月

31
日

現
在

、
引

取
り

数
は

ピ
ー

ク
時

（
H1

2年
度

：
7,4

31
頭

）
と

比
較

し
97

％
減

少
し

ま
し

た
。

ま
た

、
平

成
25

年
度

と
比

較
す

る
と

引
取

り
数

は
14

％
、殺

処
分

数
は

９
％

に
ま

で
減

少
し

ま
し

た
。

猫
の

引
取

り
数

は
犬

・
猫

合
計

の
62

％
を

占
め

て
お

り
、

子
猫

の
引

取
り

数
は

猫
全

体
の

70
％

に
の

ぼ
り

ま
す

。
 

 
犬

・
猫

の
引

取
り

数
は

、
平

成
25

年
度

（
1,7

66
頭

）
の

18
％

ま
で

減
少

し
、

令
和

５
年

度
の

目
標

値
の

62
5頭

以
下

を
平

成
29

年
度

末
に

達
成

す
る

こ
と

が
出

来
ま

し
た

。
 

 
犬

・
猫

の
収

容
、

引
取

り
及

び
殺

処
分

数
の

減
少

傾
向

を
、

こ
の

ま
ま

  表
「

特
定

動
物

飼
育

状
況

（
H1

9.6
.1

現
在

）」
 

（
略

）
 

 表
「

特
定

動
物

飼
育

状
況

（
H2

5.9
.30

現
在

）」
 

（
略

）
 

 ※
ボ

ア
科

：
ボ

ア
コ

ン
ス

ト
リ

ク
タ

ー
、

ア
ミ

ニ
シ

キ
ヘ

ビ
 

 
（

以
下

略
）

 
 （

４
）

犬
・

猫
の

収
容

・
引

取
り

・
処

分
状

況
 

 
犬

に
つ

い
て

は
、

引
取

り
数

も
殺

処
分

率
も

毎
年

減
少

し
、

平
成

17
年

度
の

約
50

％
ま

で
減

少
し

ま
し

た
。

 
  

猫
に

つ
い

て
は

、
引

取
り

数
は

ピ
ー

ク
時

（
H1

2年
度

）
の

２
割

程
度

ま
で

減
少

し
ま

し
た

が
、依

然
と

し
て

1,7
00

頭
以

上
の

引
取

り
を

行
っ

て
い

ま
す

。猫
の

引
取

り
数

は
犬

・
猫

合
計

の
78

％
を

占
め

て
お

り
、子

猫
の

引
取

り
数

は
猫

全
体

の
84

％
に

の
ぼ

り
ま

す
。

 
  

犬
・

猫
の

引
取

り
数

は
、

平
成

17
年

度
（

4,6
36

頭
）

の
５

割
弱

ま
で

減
少

し
、

目
標

値
の

2,5
00

頭
以

下
を

達
成

す
る

こ
と

が
出

来
ま

し
た

が
、

平
成

23
年

度
以

降
は

減
少

数
が

鈍
化

し
ま

し
た

。
 

 
犬

・
猫

の
収

容
、

引
取

り
及

び
殺

処
分

数
を

さ
ら

に
減

少
す

る
た

め
に

  デ
ー

タ
の

更
新

 
        デ

ー
タ

の
更

新
 

  デ
ー

タ
の

更
新

 
    デ

ー
タ

の
更

新
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新
 

旧
 

摘
要

 
維

持
し

、さ
ら

に
減

少
す

る
た

め
に

は
、

終
生

飼
育

や
不

妊
去

勢
手

術
等

の
繁

殖
制

限
の

一
層

の
普

及
啓

発
、

特
に

、
猫

に
関

し
て

は
屋

内
飼

育
の

推
進

、飼
い

主
の

い
な

猫
に

対
す

る
取

り
組

み
な

ど
総

合
的

な
対

策
が

必
要

で
す

。
 

 
ま

た
、

飼
い

主
か

ら
の

引
取

り
も

依
然

と
し

て
多

く
見

ら
れ

、「
飼

い
主

か
ら

の
引

取
り

ゼ
ロ

」
を

目
指

し
た

取
り

組
み

も
必

要
で

す
。

 
 

さ
ら

に
、

引
取

理
由

の
推

移
を

見
る

と
、「

飼
い

主
の

病
気

・
入

院
・

入
所

」、
「

飼
い

主
が

高
齢

」
が

増
加

し
て

い
ま

す
。

高
齢

化
社

会
に

お
け

る
動

物
飼

育
な

ど
の

諸
問

題
に

つ
い

て
調

査
、

検
討

も
必

要
で

す
。

 
  

（
以

下
略

）
 

 （
５

）
犬

・
猫

の
返

還
・

譲
渡

状
況

 
 

保
健

所
へ

収
容

さ
れ

た
犬

・
猫

の
う

ち
、

飼
い

主
の

元
へ

返
還

さ
れ

た
数

は
、平

成
25

年
度

は
犬

16
0頭

（
返

還
率

：
28

％
）、

猫
は

４
頭（

同
：

0.2
％

）、
令

和
３

年
度

は
犬

11
3頭

（
同

：
60

％
）、

猫
２

頭（
同

：
１

％
）

で
し

た
。

 
   

（
中

略
）

 
 表

「
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
譲

渡
の

状
況

（
島

根
県

）
＜

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

団
体

等
の

登
録

数
（

年
度

末
時

点
の

累
計

）
＞

、
＜

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

団
体

等
に

よ

は
、

終
生

飼
育

や
不

妊
去

勢
手

術
等

の
繁

殖
制

限
の

一
層

の
普

及
啓

発
、

特
に

、
猫

に
関

し
て

は
屋

内
飼

育
の

推
進

、飼
い

主
の

い
な

猫
に

対
す

る
取

り
組

み
な

ど
総

合
的

な
対

策
が

必
要

で
す

。
 

  
ま

た
、

飼
い

主
か

ら
の

引
取

り
も

依
然

と
し

て
多

く
見

ら
れ

、「
飼

い
主

か
ら

の
引

取
り

ゼ
ロ

」
を

目
指

し
た

取
り

組
み

も
必

要
で

す
。

 
 

さ
ら

に
、

引
取

理
由

の
推

移
を

見
る

と
、「

飼
い

主
の

病
気

・
入

院
・

入
所

」
が

増
加

し
て

い
ま

す
。高

齢
化

社
会

に
お

け
る

動
物

飼
育

な
ど

の
諸

問
題

に
つ

い
て

調
査

、
検

討
も

必
要

で
す

。
 

  
（

以
下

略
）

 
 （

５
）

犬
・

猫
の

返
還

・
譲

渡
状

況
 

 
犬

・
猫

の
返

還
及

び
譲

渡
数

は
、

平
成

19
年

度
に

40
0頭

を
超

え
、

そ
の

後
40

0頭
以

上
で

推
移

し
て

い
ま

す
。

 
 

犬
の

飼
い

主
へ

の
返

還
数

は
13

0
頭

以
上

、
新

た
な

飼
い

主
へ

譲
渡

は
20

0頭
前

後
で

す
が

、猫
の

返
還

数
は

10
頭

以
下

で
、譲

渡
数

は
10

0
頭

以
上

の
状

況
で

す
。

 
  

（
中

略
）

 
 表

「
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
譲

渡
の

状
況

（
島

根
県

）
＜

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

団
体

等
の

登
録

数
＞

、
＜

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

団
体

等
に

よ
る

犬
猫

の
譲

渡
数

＞
」

 

       引
取

理
由

の
追

記
 

     デ
ー

タ
の

更
新

 
       個

人
で

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
が

増
加

し
た

た
め

、団
体

、個
人
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新
 

旧
 

摘
要

 
る

犬
猫

の
譲

渡
数

＞
」

 
（

略
）

 
 （

削
除

）
 

 （
６

）
動

物
関

係
苦

情
及

び
野

犬
頭

の
捕

獲
状

況
 

 
野

犬
の

苦
情

は
一

時
減

少
し

ま
し

た
が

、
平

成
29

年
頃

か
ら

増
加

傾
向

に
は

あ
り

ま
す

。猫
に

関
す

る
苦

情
は

一
時

減
少

し
ま

し
た

が
、平

成
29

年
頃

か
ら

細
分

類
以

外
の

様
々

な
苦

情
が

寄
せ

ら
れ

る
よ

う
に

な
り

、
全

体
的

に
増

加
傾

向
に

あ
り

ま
す

。
 

 （
削

除
）

 
       

野
犬

等
の

捕
獲

数
は

、野
犬

苦
情

数
と

同
様

に
減

少
傾

向
に

あ
り

ま
し

た
が

、
苦

情
が

多
く

寄
せ

ら
れ

る
よ

う
に

な
っ

た
平

成
29

年
頃

か
ら

増
加

し
て

い
ま

す
。

地
域

に
よ

っ
て

は
野

犬
が

多
い

状
況

が
あ

り
ま

す
。

野
犬

の
再

生
産

を
抑

制
す

る
た

め
、地

域
の

実
状

に
応

じ
た

取
り

組
み

と
し

て
、

無
責

任
な

餌
や

り
の

防
止

な
ど

必
要

な
普

及
啓

発
に

取
り

組
み

ま
す

。
 

（
略

）
 

 注
）

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

譲
渡

数
：（

譲
渡

数
の

内
訳

）
 

 （
６

）
動

物
関

係
苦

情
及

び
野

犬
等

の
捕

獲
状

況
 

 
野

犬
や

放
し

飼
い

犬
の

苦
情

は
減

少
傾

向
に

は
あ

り
ま

す
が

、飼
い

主
の

い
な

い
猫

に
よ

る
環

境
侵

害
や

糞
尿・

鳴
き

声
等

の
苦

情
が

増
加

傾
向

に
あ

り
ま

す
。

 
   

平
成

24
年

度
に

実
施

し
た

調
査

に
よ

る
と

、
県

内
８

市
町

村
21

地
区

で
、

飼
い

主
の

い
な

い
猫

に
よ

る
環

境
侵

害
の

報
告

が
あ

り
ま

し
た

。
猫

に
よ

る
苦

情
内

容
は

多
岐

に
渡

っ
て

い
る

た
め

、内
容

を
分

析
し

問
題

点
の

把
握

、
整

理
が

必
要

で
す

。
苦

情
解

決
の

た
め

に
は

、
飼

い
猫

の
屋

内
飼

養
及

び
繁

殖
制

限
の

啓
発

を
進

め
る

と
と

も
に

、飼
い

主
の

い
な

い
猫

対
策

を
強

化
し

、環
境

侵
害

の
軽

減
を

図
る

と
と

も
に

、
猫

の
引

取
等

の
減

少
化

に
繋

げ
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

 
 

野
犬

等
の

捕
獲

数
は

、野
犬

苦
情

数
と

同
様

に
減

少
傾

向
に

あ
り

ま
す

が
、

地
域

に
よ

っ
て

は
野

犬
や

放
し

飼
い

犬
が

多
い

状
況

が
あ

り
ま

す
。 

    

で
区

別
し

て
記

載
 

    デ
ー

タ
の

更
新

 
    平

成
24

年
度

の
調

査
以

降
実

施
し

て
い

な
い

た
め

削
除

 
      デ

ー
タ

の
更

新
に

よ
る

修
正
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新
 

旧
 

摘
要

 
咬

傷
事

故
等

の
被

害
も

毎
年

発
生

し
て

お
り

、こ
れ

ら
へ

の
対

応
も

継
続

し
て

い
く

必
要

が
あ

り
ま

す
。

 
 

迷
い

犬
の

相
談

は
約

16
0件

、猫
は

60
件

程
度

で
推

移
し

て
い

ま
す

。
保

健
所

で
引

取
り

や
捕

獲
し

た
犬

は
、マ

イ
ク

ロ
チ

ッ
プ

の
装

着
を

は
じ

め
、

所
有

者
明

示
が

な
い

犬
が

多
く

、
飼

い
主

に
返

還
さ

れ
な

い
犬

・
猫

が
多

い
状

況
と

な
っ

て
い

ま
す

。
 

 （
削

除
）

 
     

所
有

者
明

示
を

推
進

す
る

た
め

、動
物

愛
護

団
体

等
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

協
力

を
得

て
、平

成
23

年
度

か
ら「

注
射

済
票

装
着

促
進

モ
デ

ル
事

業
」

を
実

施
し

て
い

ま
す

。
所

有
者

明
示

の
必

要
性

を
啓

発
す

る
た

め
、引

き
続

き
こ

の
事

業
を

継
続

し
て

い
き

ま
す

。
 

  
（

以
下

略
）

 
 （

７
）

飼
い

主
の

い
な

い
猫

対
策

の
状

況
 

  
（

中
略

）
 

 

咬
傷

事
故

等
の

被
害

も
毎

年
発

生
し

て
お

り
、こ

れ
ら

へ
の

対
応

も
継

続
し

て
い

く
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 

 
迷

い
犬

の
相

談
は

約
20

0件
、猫

は
30

件
以

上
で

推
移

し
て

い
ま

す
。

保
健

所
で

引
取

り
や

捕
獲

し
た

犬
は

、マ
イ

ク
ロ

チ
ッ

プ
の

装
着

を
は

じ
め

、
所

有
者

明
示

が
な

い
犬

が
多

く
、

飼
い

主
に

返
還

さ
れ

な
い

犬
・

猫
が

多
い

状
況

と
な

っ
て

い
ま

す
。

 
  

飼
い

犬
及

び
飼

い
猫

に
鑑

札
や

迷
子

札
な

ど
を

装
着

し
、所

有
者

明
示

し
て

い
る

者
は

、
平

成
24

年
度

に
行

っ
た

we
bモ

ニ
タ

ー
調

査
で

は
、

犬
で

54
.0％

（
H1

9年
度

調
査

44
.8％

）、
猫

で
38

.1％
（

同
17

.0％
）

で
増

加
し

て
い

ま
す

。
マ

イ
ク

ロ
チ

ッ
プ

の
装

着
は

、
犬

の
所

有
者

に
5.4

％
（

H2
4年

度
調

査
）

で
す

。
 

 
所

有
者

明
示

を
推

進
す

る
た

め
、動

物
愛

護
団

体
等

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

の
協

力
を

得
て

、
平

成
23

年
度

か
ら

３
年

間
「

注
射

済
票

装
着

促
進

モ
デ

ル
事

業
」を

実
施

し
ま

し
た

。所
有

者
明

示
の

必
要

性
を

啓
発

す
る

た
め

、
こ

の
事

業
を

継
続

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

 
  

（
以

下
略

）
 

 （
７

）
飼

い
主

の
い

な
い

猫
対

策
の

状
況

 
  

（
中

略
）

 
 

  デ
ー

タ
の

更
新

 
         事

業
を

継
続

し
て

い
る

た
め
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新
 

旧
 

摘
要

 
 

令
和

３
年

度
ま

で
に

、
飼

い
主

の
い

な
い

猫
52

9
頭

を
手

術
し

ま
し

た
。

 
 

TN
R

事
業

を
実

施
し

て
い

く
中

で
、課

題
や

問
題

点
が

判
明

す
れ

ば
、

検
証

を
行

い
餌

や
り

や
環

境
美

化
を

行
う

人
へ

の
ル

ー
ル

作
り

へ
の

支
援

な
ど

に
取

り
組

ん
で

い
く

と
と

も
に

、
引

き
続

き
、

こ
の

事
業

を
実

施
し

て
い

き
、

処
分

数
の

減
少

を
図

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 

 表
「

TN
R

事
業

の
実

施
状

況
（

島
根

県
）」

（
略

）
 

 （
８

）
動

物
愛

護
関

係
事

業
の

実
施

状
況

 
 

（
略

）
 

 （
９

）
実

験
動

物
、

産
業

動
物

の
適

正
な

取
扱

い
 

 
（

略
）

 
 （

10
）

災
害

時
の

対
応

 
 

災
害

発
生

時
に

は
、人

命
救

助
と

被
災

者
の

生
活

支
援

を
第

一
に

取
組

む
た

め
、被

災
動

物
の

救
護

は
後

手
に

回
る

こ
と

と
な

り
ま

す
。平

成
23

年
の

東
日

本
大

震
災

の
発

生
に

よ
り

、あ
ら

た
め

て
災

害
時

に
お

け
る

動
物

救
済

の
実

施
の

困
難

性
と

、事
前

の
準

備
の

必
要

性
を

再
認

識
し

ま
し

た
。

 

 
平

成
24

年
度

は
モ

デ
ル

地
区

を
県

東
部

で
２

地
区

選
定

し
、

う
ち

１
地

区
に

お
い

て
33

匹
の

猫
に

対
し

TN
R

を
開

始
し

、
同

地
区

は
平

成
25

年
度

以
降

も
継

続
実

施
す

る
こ

と
と

し
ま

し
た

。
さ

ら
に

、
平

成
25

年
度

に
は

、
県

西
部

の
１

地
区

で
も

実
施

し
ま

し
た

。
 

 
今

後
、こ

の
事

業
を

県
内

に
広

め
て

い
き

、
処

分
数

の
減

少
を

図
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

 
 （

新
設

）
 

 （
８

）
動

物
愛

護
関

係
事

業
の

実
施

状
況

 
 

（
略

）
 

 （
９

）
実

験
動

物
、

産
業

動
物

の
適

正
な

取
扱

い
 

  
（

略
）

 
 （

10
）

災
害

時
の

対
応

 
 

災
害

発
生

時
に

は
、人

命
救

助
と

被
災

者
の

生
活

支
援

を
第

一
に

取
組

む
た

め
、被

災
動

物
の

救
護

は
後

手
に

回
る

こ
と

と
な

り
ま

す
。3

.11
東

日
本

大
震

災
の

発
生

に
よ

り
、あ

ら
た

め
て

災
害

時
に

お
け

る
動

物
救

済
の

実
施

の
困

難
性

と
、

事
前

の
準

備
の

必
要

性
を

再
認

識
し

ま
し

た
。

 
 

デ
ー

タ
の

更
新

 
 地

域
猫

事
業

の
実

施
状

況
を

踏
ま

え
修

正
 

   地
域

猫
事

業
の

実
績

の
追

記
 

           表
記

の
修

正
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新
 

旧
 

摘
要

 
 

島
根

県
地

域
防

災
計

画
に

お
い

て
、災

害
発

生
時

に
は

、県
は

市
町

村
等

関
係

機
関

及
び

関
係

団
体

と
協

力
し

、負
傷

動
物

や
放

浪
動

物
を

保
護

し
、一

時
預

か
り

等
を

行
う

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。
災

害
発

生
時

に
お

け
る

救
護

活
動

が
円

滑
、

的
確

に
実

施
で

き
る

よ
う

、
平

成
24

年
９

月
に

は
、

公
益

社
団

法
人

島
根

県
獣

医
師

会
（

以
下

「
島

根
県

獣
医

師
会

」
と

い
う

。）
や

学
校

法
人

坪
内

学
園

専
門

学
校

坪
内

総
合

ビ
ジ

ネ
ス

カ
レ

ッ
ジ

（
以

下
「

坪
内

総
合

ビ
ジ

ネ
ス

カ
レ

ッ
ジ

」
と

い
う

。）
と

災
害

発
生

時
に

お
け

る
連

携
に

つ
い

て
協

定
を

締
結

し
ま

し
た

。
 

 （
11

）
動

物
愛

護
・

管
理

事
業

の
体

制
 

 
動

物
管

理
に

関
す

る
業

務
は

、
主

に
県

（
保

健
所

）
に

お
い

て
動

物
の

捕
獲

・
収

容
・

処
分

、
動

物
取

扱
施

設
等

の
監

視
・

指
導

等
を

実
施

す
る

ほ
か

、
市

町
村

、
島

根
県

獣
医

師
会

等
が

主
体

と
な

っ
て

犬
の

登
録

、
狂

犬
病

予
防

注
射

を
実

施
し

て
い

ま
す

。
 

  
（

以
下

略
）

 
 （

12
）

動
物

愛
護

管
理

推
進

会
議

の
設

置
 

 
（

略
）

 
 （

削
除

）
 

 

 
島

根
県

地
域

防
災

計
画

に
お

い
て

、災
害

発
生

時
に

は
、県

は
市

町
村

等
関

係
機

関
及

び
関

係
団

体
と

協
力

し
、負

傷
動

物
や

放
浪

動
物

を
保

護
し

、一
時

預
か

り
等

を
行

う
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

災
害

発
生

時
に

お
け

る
救

護
活

動
が

円
滑

、
的

確
に

実
施

で
き

る
よ

う
、

平
成

24
年

９
月

に
は

、
公

益
社

団
法

人
島

根
県

獣
医

師
会

（
以

下
、

島
根

県
獣

医
師

会
と

い
う

。）
や

学
校

法
人

坪
内

学
園

専
門

学
校

松
江

総
合

ビ
ジ

ネ
ス

カ
レ

ッ
ジ

（
以

下
、

松
江

総
合

ビ
ジ

ネ
ス

カ
レ

ッ
ジ

と
い

う
。）

と
災

害
発

生
時

に
お

け
る

連
携

に
つ

い
て

協
定

を
締

結
し

ま
し

た
。

 
 （

11
）

動
物

愛
護

・
管

理
事

業
の

体
制

 
 

動
物

管
理

に
関

す
る

業
務

は
、

主
に

県
（

保
健

所
）

に
お

い
て

動
物

の
捕

獲
・

収
容

・
処

分
、

動
物

取
扱

施
設

等
の

監
視

・
指

導
等

を
実

施
す

る
ほ

か
、

市
町

村
、

獣
医

師
会

等
が

主
体

と
な

っ
て

犬
の

登
録

、
狂

犬
病

予
防

注
射

を
実

施
し

て
い

ま
す

。
 

 
 

 
（

以
下

略
）

 
 （

12
）

動
物

愛
護

管
理

推
進

会
議

の
設

置
 

 
（

略
）

 
 （

13
）

県
民

意
識

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
（

し
ま

ね
we

b
モ

ニ
タ

ー
意

向
調

査
）

 

    表
記

の
修

正
 

名
称

変
更

の
た

め
 

      文
言

の
統

一
 

        平
成

24
年

度
の

調
査

以
降

実
施

し
て

い
な

い
た

め
削

除
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新
 

旧
 

摘
要

 
                       

 
島

根
県

で
は

、県
の

施
策

等
に

対
す

る
県

民
の

意
見

を
迅

速
に

聴
き

県
政

に
反

映
さ

せ
る

た
め

、イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
を

使
い

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
を

実
施

す
る「

し
ま

ね
we

bモ
ニ

タ
ー

」制
度

を
設

け
て

お
り

、こ
の

制
度

を
使

い
平

成
24

年
７

月
に

動
物

愛
護

に
つ

い
て

の
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

を
実

施
し

、
24

3名
の

モ
ニ

タ
ー

か
ら

回
答

が
あ

り
ま

し
た

。
 

 
犬

の
所

有
者

明
示

に
つ

い
て

は
、

平
成

19
年

度
に

比
べ

る
と

何
ら

か
の

方
法

で
所

有
者

明
示

を
し

て
い

る
人

の
方

が
多

く
な

り
ま

し
た

。
 

 
不

妊
去

勢
手

術
に

つ
い

て
は

、
全

体
で

は
、

平
成

19
年

か
ら

10
％

程
度

増
え

、
約

50
％

に
ま

で
増

加
し

ま
し

た
。

犬
に

比
べ

て
猫

の
方

が
不

妊
去

勢
の

実
施

率
が

高
い

こ
と

が
わ

か
り

ま
し

た
。

 
 

他
人

の
ペ

ッ
ト

に
よ

る
迷

惑
に

つ
い

て
は

、「
鳴

き
声

」、「
糞

尿
」、「

悪
臭

」
等

が
依

然
と

し
て

原
因

の
上

位
を

占
め

て
い

ま
し

た
。

 
 

今
回

の
ア

ン
ケ

ー
ト

で
は

、「
高

齢
者

に
よ

る
ペ

ッ
ト

の
飼

育
へ

の
サ

ポ
ー

ト
」

に
つ

い
て

聞
き

ま
し

た
。

そ
の

結
果

、「
ペ

ッ
ト

の
飼

養
支

援
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

募
集

」
な

ど
の

意
見

が
あ

り
ま

し
た

。
 

 
ま

た
、

県
の

動
物

管
理

事
業

へ
の

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

参
加

に
つ

い
て

は
、

50
％

以
上

が
「

参
加

す
る

の
は

難
し

い
」

と
回

答
さ

れ
ま

し
た

が
、

保
健

所
が

実
施

す
る

事
業

の
サ

ポ
ー

ト
、

収
容

動
物

の
世

話
、災

害
時

の
動

物
の

世
話

、収
容

動
物

の
一

時
預

か
り

な
ど

で
参

加
が

可
能

と
の

回
答

あ
り

ま
し

た
。

 
 

ペ
ッ

ト
に

関
す

る
災

害
時

対
策

に
つ

い
て

は
、5

0％
以

上
が「

何
の

対
策

も
と

っ
て

い
な

い
」

と
回

答
さ

れ
ま

し
た

が
、避

難
に

必
要

な
物

資
の

備
蓄

、避
難

所
生

活
に

備
え

た
予

防
接

種
や

ケ
ー

ジ
生

活
の

訓
練

等
を

実
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新
 

旧
 

摘
要

 
      第

４
 

課
題

へ
の

具
体

的
な

取
組

み
 

１
．

動
物

の
適

正
な

飼
育

及
び

保
管

を
図

る
た

め
の

施
策

 
 

（
略

）
 

 （
１

）
動

物
取

扱
業

、
特

定
動

物
（

危
険

動
物

）
飼

育
施

設
に

対
す

る
施

策
 

          

施
し

て
い

る
と

の
回

答
も

あ
り

ま
し

た
。

 
 

避
難

時
の

動
物

の
同

伴
へ

の
考

え
に

つ
い

て
は

、「
動

物
と

同
伴

で
避

難
で

き
る

場
所

と
そ

う
で

な
い

場
所

を
区

別
す

る
」

と
い

う
回

答
が

70
％

以
上

で
し

た
。

 
（

※
し

ま
ね

we
bモ

ニ
タ

ー
意

向
調

査
 

別
添

資
料

参
照

）
 

 第
４

 
課

題
へ

の
具

体
的

な
取

組
み

 
１

．
動

物
の

適
正

な
飼

育
及

び
保

管
を

図
る

た
め

の
施

策
 

 
（

略
）

 
 （

１
）

動
物

取
扱

業
、

特
定

動
物

（
危

険
動

物
）

飼
育

施
設

に
対

す
る

施
策

 
          

               平
成

24
年

法
改

正
に

よ
り

第
一

種
と

第
二

種
に

区
別

さ
れ

た
た

め
 

     

《
重

点
事

項
》

 
①

動
物

取
扱

業
者

に
よ

る
購

入
者

等
に

対
す

る
適

正
飼

育
（

安
易

な
飼

育
防

止
、

終
生

飼
育

、
繁

殖
制

限
等

）
の

普
及

啓
発

を
促

進
し

ま
す

。
 

②
動

物
取

扱
業

者
が

購
入

者
等

へ
行

う
説

明
義

務
や

犬
猫

等
健

康
安

全
計

画
の

遵
守

の
徹

底
を

促
進

し
ま

す
。

 
③

特
定

動
物

（
危

険
動

物
）

の
飼

育
施

設
の

定
期

的
な

監
視

・
指

導
を

実
施

し
ま

す
。

 

《
重

点
事

項
》

 
①

第
一

種
動

物
取

扱
業

者
に

よ
る

購
入

者
等

に
対

す
る

適
正

飼
育

（
安

易
な

飼
育

防
止

、
終

生
飼

育
、

繁
殖

制
限

等
）

の
普

及
啓

発
を

促
進

し
ま

す
。

 
②

第
一

種
動

物
取

扱
業

者
が

購
入

者
等

へ
行

う
説

明
義

務
や

犬
猫

等
健

康
安

全
計

画
の

遵
守

の
徹

底
を

促
進

し
ま

す
。

 
③

特
定

動
物

（
危

険
動

物
）

の
飼

育
施

設
の

定
期

的
な

監
視

・
指

導
を

実
施

し
ま

す
。
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新
 

旧
 

摘
要

 
 

（
中

略
）

 
 

県
内

の
特

定
動

物
（

危
険

動
物

）
飼

育
施

設
は

７
施

設
で

あ
り

、
飼

育
施

設
及

び
飼

育
動

物
の

適
正

管
理

に
つ

い
て

、
定

期
的

な
監

視
・

指
導

を
実

施
し

ま
す

。
 

  （
２

）
家

庭
で

の
動

物
の

適
正

な
飼

育
及

び
保

管
を

図
る

た
め

の
施

策
 

  ①
動

物
全

般
に

つ
い

て
 

 
（

略
）

 
 ②

犬
に

つ
い

て
 

放
し

飼
い

苦
情

が
毎

年
45

件
程

度
で

推
移

し
て

い
ま

す
。

ま
た

、
飼

育
場

所
か

ら
の

失
踪

や
、他

人
に

怪
我

を
負

わ
せ

る
等

の
事

故
が

毎
年

見
ら

れ
ま

す
。登

録
、狂

犬
病

予
防

注
射

の
普

及
に

会
わ

せ
、け

い
留

義
務

、
逸

走
防

止
、

所
有

者
明

示
等

の
適

正
飼

育
に

つ
い

て
啓

発
を

行
い

ま
す

。 
③

猫
に

つ
い

て
 

 
（

略
）

 
 

 
（

中
略

）
 

  
県

内
の

特
定

動
物

（
期

限
動

物
）

飼
育

施
設

は
13

施
設

で
あ

り
、

今
後

も
急

増
す

る
こ

と
は

予
想

さ
れ

ま
せ

ん
が

、飼
育

施
設

及
び

飼
育

動
物

の
適

正
管

理
に

つ
い

て
、

定
期

的
な

監
視

・
指

導
を

実
施

し
ま

す
。

 
  （

２
）

家
庭

で
の

動
物

の
適

正
な

飼
育

及
び

保
管

を
図

る
た

め
の

施
策

 
  ①

動
物

全
般

に
つ

い
て

 
 

（
略

）
 

 ②
犬

に
つ

い
て

 
 

放
し

飼
い

苦
情

が
毎

年
60

件
程

度
で

推
移

し
て

い
ま

す
。

ま
た

、
飼

育
場

所
か

ら
の

失
踪

や
、他

人
に

怪
我

を
負

わ
せ

る
等

の
事

故
が

毎
年

見
ら

れ
ま

す
。登

録
、狂

犬
病

予
防

注
射

の
普

及
に

会
わ

せ
、け

い
留

義
務

、
逸

走
防

止
、

所
有

者
明

示
等

の
適

正
飼

育
に

つ
い

て
啓

発
を

行
い

ま
す

。 
③

猫
に

つ
い

て
 

 
（

略
）

 
 

  デ
ー

タ
の

更
新

 
            デ

ー
タ

の
更

新
 

       

《
重

点
事

項
》

 
（

略
）

 
《

重
点

事
項

》
 

（
略

）
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新
 

旧
 

摘
要

 
④

高
齢

の
飼

い
主

へ
の

支
援

 
 

（
略

）
 

 （
３

）
動

物
の

不
適

正
な

飼
育

及
び

保
管

等
に

対
す

る
施

策
 

            
飼

い
主

の
い

な
い

猫
が

増
え

る
こ

と
に

よ
り

、糞
尿

、鳴
き

声
等

の
苦

情
が

増
え

て
い

ま
す

。
ま

た
、そ

う
し

た
地

域
で

は
遺

棄
や

望
ま

な
い

繁
殖

が
見

ら
れ

、無
責

任
な

餌
や

り
に

よ
り

猫
の

数
が

さ
ら

に
増

加
す

る
状

況
と

な
っ

て
い

ま
す

。
 

 
そ

の
他

、
多

数
の

犬
や

猫
を

飼
育

し
、

臭
気

や
鳴

き
声

等
に

よ
り

近
隣

の
住

民
等

と
の

ト
ラ

ブ
ル

が
発

生
し

て
い

る
事

例
も

見
ら

れ
ま

す
。こ

の
よ

う
な

事
例

に
つ

い
て

は
、

市
町

村
、

自
治

会
等

の
関

係
者

と
協

力
し

、

④
高

齢
の

飼
い

主
へ

の
支

援
 

 
（

略
）

 
 （

３
）

動
物

の
不

適
正

な
飼

育
及

び
保

管
等

に
対

す
る

施
策

 
            

飼
い

主
の

い
な

い
猫

が
増

え
る

こ
と

に
よ

り
、糞

尿
、鳴

声
等

の
苦

情
が

増
え

て
い

ま
す

。ま
た

、そ
う

し
た

地
域

で
は

遺
棄

や
望

ま
な

い
繁

殖
が

見
ら

れ
、無

責
任

な
餌

や
り

に
よ

り
猫

の
数

が
さ

ら
に

増
加

す
る

状
況

と
な

っ
て

い
ま

す
。

 
 

そ
の

他
、

多
数

の
犬

や
猫

を
飼

育
し

、
臭

気
や

鳴
声

等
に

よ
り

近
隣

の
住

民
等

と
の

ト
ラ

ブ
ル

が
発

生
し

て
い

る
事

例
も

見
ら

れ
ま

す
。こ

の
よ

う
な

事
例

に
つ

い
て

は
、

市
町

村
、

自
治

会
等

の
関

係
者

と
協

力
し

、
適

        文
言

の
統

一
 

  全
国

の
傾

向
及

び
県

内
に

お
い

て
令

和
２

年
度

多
頭

飼
育

崩
壊

事
案

の
発

生
に

よ
り

重
点

事
項

に
追

加
 

 文
言

の
統

一
 

   文
言

の
統

一
 

  

《
重

点
事

項
》

 
①

動
物

の
遺

棄
防

止
、

無
責

任
な

餌
や

り
の

制
限

等
に

つ
い

て
の

広
報

を
推

進
し

ま
す

。
 

②
糞

尿
、

鳴
声

等
の

動
物

の
不

適
正

な
飼

育
に

よ
る

周
辺

環
境

へ
の

侵
害

に
対

し
、

関
係

機
関

等
が

協
力

し
、

不
適

正
飼

育
及

び
環

境
侵

害
の

改
善

を
促

進
し

ま
す

。
 

（
新

設
）

 

《
重

点
事

項
》

 
①

動
物

の
遺

棄
防

止
、

無
責

任
な

餌
や

り
の

制
限

等
に

つ
い

て
の

広
報

を
推

進
し

ま
す

。
 

②
糞

尿
、

鳴
き

声
等

の
動

物
の

不
適

正
な

飼
育

に
よ

る
周

辺
環

境
へ

の
侵

害
に

対
し

、
関

係
機

関
等

が
協

力
し

、
不

適
正

飼
育

及
び

環
境

侵
害

の
改

善
を

促
進

し
ま

す
。

 
③

多
頭

飼
育

問
題

等
へ

の
解

決
に

向
け

た
関

係
機

関
と

の
連

携
を

図
り

ま
す

。
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新
 

旧
 

摘
要

 
適

正
飼

育
、

無
責

任
な

餌
や

り
及

び
遺

棄
防

止
に

つ
い

て
法

律
、

条
例

に
基

づ
き

積
極

的
に

指
導

・
啓

発
を

行
い

ま
す

。
 

 
猫

に
関

す
る

問
題

は
、地

域
で

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

不
足

等
人

間
関

係
に

も
そ

の
一

因
が

あ
る

と
さ

れ
て

お
り

、問
題

解
決

を
図

る
た

め
に

は
、

地
域

住
民

が
一

体
と

な
っ

た
取

組
み

も
必

要
で

す
。

 
 

県
で

は
、

自
治

会
、

市
町

村
等

関
係

機
関

と
協

力
し

、
苦

情
等

の
実

態
把

握
や

地
域

猫
対

策
な

ど
に

よ
る

問
題

解
決

の
方

法
を

検
討

す
る

と
と

も
に

、
地

域
で

の
取

組
み

に
対

す
る

支
援

を
実

施
し

て
い

き
ま

す
。

 
 

ま
た

、多
頭

飼
育

問
題

等
不

適
正

な
飼

養
の

未
然

防
止

に
努

め
、周

辺
の

生
活

環
境

の
保

全
を

図
る

た
め

、市
町

村
の

福
祉

部
門

や
動

物
病

院
な

ど
の

関
係

機
関

と
連

携
し

、
指

導
・

助
言

を
行

い
ま

す
。

 
  ２

．
動

物
の

愛
護

及
び

管
理

に
関

す
る

普
及

啓
発

 
 

（
略

）
 

 （
１

）
動

物
の

愛
護

及
び

管
理

に
関

す
る

教
育

活
動

 
   

（
中

略
）

 
  

ま
た

、
教

育
委

員
会

、
島

根
県

獣
医

師
会

等
の

関
係

機
関

と
連

携
し

、

正
飼

育
、無

責
任

な
餌

や
り

及
び

遺
棄

防
止

に
つ

い
て

法
律

、条
例

に
基

づ
き

積
極

的
に

指
導

・
啓

発
を

行
い

ま
す

。
 

 
猫

に
関

す
る

問
題

は
、地

域
で

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

不
足

等
人

間
関

係
に

も
そ

の
一

因
が

あ
る

と
さ

れ
て

お
り

、問
題

解
決

を
図

る
た

め
に

は
、

地
域

住
民

が
一

体
と

な
っ

た
取

組
み

も
必

要
で

す
。

 
 

県
で

は
、

自
治

会
、

市
町

村
等

関
係

機
関

と
協

力
し

、
苦

情
等

の
実

態
把

握
や

地
域

猫
対

策
な

ど
に

よ
る

問
題

解
決

の
方

法
を

検
討

す
る

と
と

も
に

、
地

域
で

の
取

組
み

に
対

す
る

支
援

を
実

施
し

て
い

き
ま

す
。

 
     ２

．
動

物
の

愛
護

及
び

管
理

に
関

す
る

普
及

啓
発

 
 

（
略

）
 

 （
１

）
動

物
の

愛
護

及
び

管
理

に
関

す
る

教
育

活
動

 
   

（
中

略
）

 
  

ま
た

、
教

育
委

員
会

、
獣

医
師

会
等

の
関

係
機

関
と

連
携

し
、

学
校

等

        全
国

の
傾

向
及

び
県

内
に

お
い

て
令

和
２

年
度

多
頭

飼
育

崩
壊

事
案

の
発

生
に

よ
り

重
点

事
項

に
追

加
 

          文
言

の
統

一
 

《
重

点
事

項
》

 
（

略
）

 
《

重
点

事
項

》
 

（
略

）
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新
 

旧
 

摘
要

 
学

校
等

飼
育

動
物

に
つ

い
て

適
正

な
飼

育
管

理
が

行
わ

れ
る

た
め

の
支

援
を

行
い

ま
す

。
 

 （
２

）
動

物
の

愛
護

及
び

管
理

に
関

す
る

広
報

活
動

 
 

（
中

略
）

 
 ３

．
動

物
の

愛
護

及
び

管
理

に
関

す
る

体
制

強
化

 
 （

略
）

 
           （

１
）

動
物

愛
護

管
理

推
進

会
議

を
軸

と
し

た
関

係
機

関
の

連
携

強
化

 
 

飼
育

動
物

に
つ

い
て

適
正

な
飼

育
管

理
が

行
わ

れ
る

た
め

の
支

援
を

行
い

ま
す

。
 

 （
２

）
動

物
の

愛
護

及
び

管
理

に
関

す
る

広
報

活
動

 
 

（
中

略
）

 
 ３

．
動

物
の

愛
護

及
び

管
理

に
関

す
る

体
制

強
化

 
 （

略
）

 
           （

１
）

動
物

愛
護

管
理

推
進

会
議

を
軸

と
し

た
関

係
機

関
の

連
携

強
化

 
 

                     文
言

の
統

一
 

 

《
重

点
事

項
》

 
①

「
動

物
愛

護
管

理
推

進
会

議
」

を
軸

と
し

関
係

機
関

の
連

携
強

化
と

重
点

施
設

の
遂

行
を

促
進

し
ま

す
。

 
②

行
政

の
動

物
愛

護
担

当
職

員
の

育
成

と
、

動
物

愛
護

管
理

の
質

の
向

上
を

図
り

ま
す

。
 

③
国

、
市

町
村

、
獣

医
師

会
と

連
携

し
て

、
動

物
愛

護
を

推
進

し
ま

す
。

 
④

動
物

愛
護

団
体

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
と

の
連

携
、

協
力

を
推

進
し

ま
す

。
 

《
重

点
事

項
》

 
①

「
動

物
愛

護
管

理
推

進
会

議
」

を
軸

と
し

関
係

機
関

の
連

携
強

化
と

重
点

施
設

の
遂

行
を

促
進

し
ま

す
。

 
②

行
政

の
動

物
愛

護
担

当
職

員
の

育
成

と
、

動
物

愛
護

管
理

の
質

の
向

上
を

図
り

ま
す

。
 

③
国

、
市

町
村

、
島

根
県

獣
医

師
会

と
連

携
し

て
、

動
物

愛
護

を
推

進
し

ま
す

。
 

④
動

物
愛

護
団

体
や

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

と
の

連
携

、
協

力
を

推
進

し
ま

す
。
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新
 

旧
 

摘
要

 
（

略
）

 
 （

２
）

行
政

の
動

物
愛

護
管

理
業

務
の

質
の

向
上

 
 

（
略

）
 

 （
３

）
国

、
市

町
村

、
島

根
県

獣
医

師
会

と
の

連
携

 
①

国
（

環
境

省
）

と
の

連
携

 
 

（
略

）
 

 ②
市

町
村

、
島

根
県

獣
医

師
会

と
の

連
携

 
 

県
は

市
町

村
、

島
根

県
獣

医
師

会
と

連
携

し
て

、
犬

の
登

録
、

狂
犬

病
予

防
注

射
の

推
進

及
び

動
物

の
愛

護
及

び
管

理
に

関
す

る
普

及
啓

発
を

実
施

し
ま

す
。

 
  

（
以

下
略

）
 

 （
４

）
動

物
愛

護
団

体
や

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

と
の

協
力

 
 

（
略

）
 

 ４
．

処
分

さ
れ

る
命

を
減

ら
す

た
め

の
取

組
み

 

（
略

）
 

 （
２

）
行

政
の

動
物

愛
護

管
理

業
務

の
質

の
向

上
 

 
（

略
）

 
 （

３
）

国
、

市
町

村
、

獣
医

師
会

と
の

連
携

 
①

国
（

環
境

省
）

と
の

連
携

 
 

（
略

）
 

 ②
市

町
村

、
獣

医
師

会
と

の
連

携
 

 
県

は
市

町
村

、
獣

医
師

会
と

連
携

し
て

、
犬

の
登

録
、

狂
犬

病
予

防
注

射
の

推
進

及
び

動
物

の
愛

護
及

び
管

理
に

関
す

る
普

及
啓

発
を

実
施

し
ま

す
。

 
  

（
以

下
略

）
 

 （
４

）
動

物
愛

護
団

体
や

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

と
の

協
力

 
 

（
略

）
 

 ４
．

処
分

さ
れ

る
命

を
減

ら
す

た
め

の
取

組
み

 

      文
言

の
統

一
 

    文
言

の
統

一
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新
 

旧
 

摘
要

 
 

（
略

）
 

 ５
．

所
有

者
明

示
（

個
体

識
別

）
の

推
進

 
 

（
略

）
 

 ６
．

実
験

動
物

、
産

業
動

物
の

適
正

な
取

扱
い

 
 

（
略

）
 

 ７
．

災
害

時
の

対
応

 
（

１
）

災
害

時
の

所
有

者
に

よ
る

飼
養

管
理

の
普

及
啓

発
 

 
（

略
）

 
 （

２
）

災
害

時
の

体
制

整
備

 
 

 
 

（
中

略
）

 
  

動
物

救
援

セ
ン

タ
ー

（
仮

称
）

は
、

協
定

書
を

締
結

し
た

坪
内

総
合

ビ
ジ

ネ
ス

カ
レ

ッ
ジ

及
び

島
根

県
獣

医
師

会
、市

町
村

、
動

物
愛

護
団

体
等

と
連

携
し

て
運

営
し

、災
害

時
に

お
け

る
動

物
の

飼
養

管
理

体
制

を
確

保

 
（

略
）

 
 ５

．
所

有
者

明
示

（
個

体
識

別
）

の
推

進
 

 
（

略
）

 
 ６

．
実

験
動

物
、

産
業

動
物

の
適

正
な

取
扱

い
 

 
（

略
）

 
 ７

．
災

害
時

の
対

応
 

（
１

）
災

害
時

の
所

有
者

に
よ

る
飼

養
管

理
の

普
及

啓
発

 
 

（
略

）
 

 
（

２
）

災
害

時
の

体
制

整
備

 
 

 
 

（
中

略
）

 
  

動
物

救
援

セ
ン

タ
ー

（
仮

称
）

は
、

協
定

書
を

締
結

し
た

松
江

総
合

ビ
ジ

ネ
ス

カ
レ

ッ
ジ

及
び

島
根

県
獣

医
師

会
、市

町
村

、
動

物
愛

護
団

体
等

と
連

携
し

て
運

営
し

、災
害

時
に

お
け

る
動

物
の

飼
養

管
理

体
制

を
確

保

                    名
称

変
更

の
た

め
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新
 

旧
 

摘
要

 
し

ま
す

。運
営

に
あ

た
っ

て
は

、今
後

、地
域

活
動

マ
ニ

ュ
ア

ル（
仮

称
）

を
作

成
し

、
円

滑
な

実
施

を
図

り
ま

す
。

 
 

な
お

、災
害

時
の

産
業

動
物

の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
、関

係
機

関
と

協
力

し
、

検
討

・
推

進
し

ま
す

。
 

 第
５

 
計

画
の

実
現

・
目

標
 

  
（

中
略

）
 

  
前

期
に

お
い

て
数

値
目

標
を

達
成

し
た

こ
と

か
ら

、後
期

７
年

間
は

引
き

続
き

前
期

の
重

点
施

策
を

継
続

し
、

引
取

り
数

が
平

成
30

年
度

実
績

の
約

半
数

で
あ

る
29

0
頭

以
下

と
な

る
よ

う
、

効
果

的
な

施
策

を
推

進
し

ま
す

。
 

          

し
ま

す
。運

営
に

あ
た

っ
て

は
、今

後
、地

域
活

動
マ

ニ
ュ

ア
ル（

仮
称

）
を

作
成

し
、

円
滑

な
実

施
を

図
り

ま
す

。
 

 
な

お
、災

害
時

の
産

業
動

物
の

取
扱

い
に

つ
い

て
は

、関
係

機
関

と
協

力
し

、
検

討
・

推
進

し
ま

す
。

 
 第

５
 

計
画

の
実

現
・

目
標

 
  

（
中

略
）

 
  

後
期

５
年

間
は

前
期

５
年

間
の

状
況

を
解

析
し

、引
取

り
数

が
前

期
目

標
の

約
半

数
と

な
る

よ
う

、
効

果
的

な
施

策
を

推
進

し
ま

す
。

 
            

         後
期

数
値

目
標

を
既

に
達

成
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

国
の

基
本

指
針

の
考

え
方

を
基

に
本

県
指

標
で

あ
る

引
取

数
に

あ
て

は
め

、
令

和
7

年
度

に
前

倒
し

す
る
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新
 

旧
 

摘
要

 
  

               

          全
国

の
傾

向
及

び
県

内
に

お
い

て
令

和
２

年
度

多
頭

飼
育

崩
壊

事
案

の
発

生
に

よ
り

重
点

事
項

に
追

加
 

 
 

数
値

目
標

と
重

点
施

策
等

 
＜

前
期

：
H2

6.4
.1〜

H3
1.3

.31
＞

 
  

（
略

）
 

 ＜
後

期
：

H3
1.4

.1〜
H3

6.3
.31

＞
 

目
標

：
犬

・
猫

の
引

取
り

数
 

平
成

35
年

度
 

62
5頭

以
下

 
重

点
施

策
 

 
前

期
の

犬
・

猫
の

引
取

り
数

及
び

施
策

の
実

施
状

況
を

解
析

し
、

効
果

的
な

施
策

を
推

進
す

る
。

 
（

新
設

）
 

数
値

目
標

と
重

点
施

策
等

 
＜

前
期

：
H2

6.4
.1〜

H3
1.3

.31
＞

 
  

（
略

）
 

 ＜
後

期
：

H3
1.4

.1〜
R8

.3.
31

＞
 

目
標

：
犬

・
猫

の
引

取
り

数
 

令
和

７
年

度
 

29
0頭

以
下

 
重

点
施

策
 

１
．

引
き

続
き

犬
・

猫
の

引
取

り
数

及
び

施
策

の
実

施
状

況
を

解
析

し
、

前
期

の
重

点
施

策
に

加
え

効
果

的
な

施
策

を
推

進
 

２
．

多
頭

飼
育

崩
壊

の
未

然
防

止
と

関
係

機
関

と
の

連
携

強
化
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令和５年度策定・改定予定の計画について 

 

計画の名称 根拠 趣旨 計画期間 所管課 

島根県保健医療計

画 

医療法等 将来の保健医療提供体制の確保に向け

た施策の方向性などについて検討し、必

要な見直しを行う。 

令和 6 年度～

令和 11年度 

医療政策課 

 感染症予防計画 感染症法 これまでの新型コロナウイルス感染症

への取組を踏まえ、次の感染症危機に備

えるため、感染症医療提供体制の確保等

について検討し、必要な見直しを行う。 

令和 6 年度～

令和 11年度 

感染症対策室 

 外来医療計画 医療法等 外来医療機能について、医療機関の役割

分担の明確化や地域で不足する機能等

の把握・整理・分析を実施し、必要な見

直しを行う。 

令和 6 年度～

令和 11年度 

医療政策課 

 健康長寿しまね

推進計画（健康増

進計画） 

健康増進法 県民の健康増進の推進に関する施策に

ついて、第二次計画の取組の評価を踏ま

え、今後 12 年間の取組の方向性を示す

第三次計画の策定を行う。 

令和 6 年度～

令和 17年度 

健康推進課 

 健やか親子しま

ね計画 

成育医療等基本方針

に基づく計画策定指

針 

 

すべての親と子が健やかに暮らせる社

会の実現に向け、医療・保健・教育・福

祉などのより幅広い関係分野での取組

の推進について施策の方向性を検討し、

必要な見直しを行う。 

令和 6 年度～

令和 11年度 

健康推進課 

 

 

 

 

 

 

医師確保計画 

 

医療法等 医師の地域偏在、診療科偏在等の解消に

向け、地域の実情に応じた施策の方向性

を検討し、必要な見直しを行う。 

令和 6 年度～

令和 11年度 

医療政策課 

(新)薬剤師確保

計画 

厚生労働省通知 薬剤師の地域偏在、業態偏在の解消に向

け、地域の実情に応じた施策の方向性を

検討し、計画の策定を行う。 

令和 6 年度～

令和 11年度 

薬事衛生課 

島根県骨髄バンク

登録推進指針 

 

移植に用いる造血幹

細胞の適切な提供の

推進に関する法律 

多くの方にドナーとなっていただくた

めの環境整備について、施策の方向性を

検討し、必要な見直しを行う。 

令和 6 年度～

令和 11年度 

医療政策課 

島根県国民健康保

険運営方針 

 

 

国民健康保険法 平成 30年度からの国保の都道府県化に

伴い、国民健康保険の安定的な財政運営

と効率的な事業運営を目指し策定した

運営方針を改定する。 

令和 6 年度～

令和 11年度 

 

健康推進課 

第４期島根県医療

費適正化計画 

 

 

高齢者の医療の確保

に関する法律 

住民の健康の保持増進及び医療の効率

的な提供の推進に関する目標を定める

現計画について、更なる医療費適正化に

向けて改定する。 

令和 6 年度～

令和 11年度 

 

健康推進課 

第 4期島根県がん

対策推進計画 

 

がん対策基本法 がん予防、がん医療、がんとの共生等、

がん対策を総合的に推進するための計

画を改定する。 

令和 6 年度～ 

令和 11年度 

健康推進課 



第 9期島根県老人

福祉計画・島根県介

護保険事業支援計

画 

 

老人福祉法 

介護保険法 

 

中長期的な地域の人口動態や介護ニー

ズの見込み等を踏まえ、地域包括ケアシ

ステムの深化・推進や介護人材の確保、

介護現場の生産性向上などの数値目標

を定め、介護保険者の計画を支援する。 

令和 6 年度～

令和 8 年度 

 

高齢者福祉課 

島根県困難な問題

を抱える女性への

支援のための施策

の実施に関する基

本的な計画 

 

 

困難な問題を抱える

女性への支援に関す

る法律 

女性をめぐる課題（生活困窮、性暴力・

性犯罪被害、家庭環境破綻など）の複雑

化、多様化、複合化、孤独・孤立対策と

いった視点も含め、令和 6年 4月 1日の

法施行に向け、地域の実情やニーズに応

じた取組の方向性と数値目標等を定め

る。 

令和 6 年度～

令和 10年度 

青少年家庭課 

島根県障がい者基

本計画 

 

障害者基本法 中期的な障がい者施策の基本的施策の

方向等を明らかにし、障がい施策の総合

的な推進を図る。 

令和 6 年度～

令和 11年度 

障がい福祉課 

第 7期島根県障が

い福祉計画・第 3

期島根県障がい児

福祉計画 

障害者総合支援法 

児童福祉法 

地域生活移行、一般就労への移行者数、

障がい児支援の提供体制の整備などを

数値目標として定める。 

令和 6 年度～

令和 8 年度 

 

障がい福祉課 

 

島根県自死対策総

合計画 

自殺対策基本法 今後の本県における総合的な自死対策

を推進するための基本指針として定め

る。 

令和 5 年度～

令和 9 年度 

障がい福祉課 

島根県アルコール

健康障がい対策推

進計画 

アルコール健康障害

対策基本法 

アルコール健康障がいの発生、進行及び

再発の防止を図り、アルコール健康障が

いを有する者等に対する支援の充実を

図る。 

令和 6 年度～

令和 11年度 

障がい福祉課 

島根県障がい者就

労継続支援事業所

工賃向上計画 

厚生労働省通知 就労継続支援事業所が定める「工賃向上

計画」を基に、県の目標工賃額を定め、

事業所の計画の推進を積極的に支援す

る。 

令和 6 年度～

令和 8 年度 

 

障がい福祉課 

 

島根県動物愛護管

理推進計画 

 

 

 

動物愛護管理法 現在の計画期間が令和５年度までとな

っており、国の基本指針が改定される令

和７年度まで計画期間を延長するとと

もに、数値目標の見直し等の一部改定を

行う。 

平成26年度～

令和 7 年度 

薬事衛生課 

 


